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Ⅰ 医療法人制度の概要 
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１   医療法人の種類及び性格 

医療法では、 医療機関が医業の非営利性を損なう こ と なく 法人格を取得する こ と によ

り 、 医業の永続性を確保する と と も に、資金の集積を容易にし 、医療の普及向上を図る こ

と を目的と し て医療法人制度を設けていま す。  

医療法人は、 病院、医師若し く は歯科医師が常時勤務する 診療所、介護老人保健施設又

は介護医療院を開設する こ と を主たる 目的と し て、 医療法の規定によ り 設立さ れた法人

のこ と をいい、 社団たる 医療法人と 財団たる 医療法人の二つの形態があり ま す。（ 医療法

第 39 条）  

社団たる 医療法人は、 医療施設を開設する こ と を主たる 目的と し た人の集合体に法人

格が付与さ れたも のです。 法人の資産は、 拠出又は寄附から なり ま す。  

なお、 平成 19 年４ 月の医療法改正によ り 、 持分の定めのある 法人は設立でき なく なり

ま し た。  

財団たる 医療法人は、 医療施設を開設する こ と を主たる 目的と し て寄附さ れた財産に

法人格が付与さ れたも のです。  

医療法人は、 公益法人でも 営利法人でも なく 、 いわば両者の中間的性格を持つ、医療法

によ る 特別法人である と いえま す。  

 

 

２   一人医師医療法人制度 

昭和 60 年 12 月の医療法改正によ り 、 医師又は歯科医師が一人又は二人常時勤務する

診療所を開設する 小規模な診療所にも 法人化の道が開かれま し た。こ れがいわゆる「 一人

医師医療法人制度」 です。  

こ の制度は、 医療経営と 家計、医業所得と 給与所得を分離する こ と によ り 、 診療所経営

の合理化や組織の適正化を図る こ と を 目的と し た制度で、 基本的には従来の医療法人と

全く 同じ 制度のも のです。  

社員や役員が一人で良いと する 制度ではないのでご注意く ださ い。  

 

 

３   設立認可の申請 

医療法人を設立する には、 知事の認可が必要です。（ 医療法第 44 条）  

医療法人を 設立し よ う と する 場合は、 医療法人設立認可申請書に必要な関係書類を添

えて、 設立代表者名で知事あて申請する こ と が必要です。  
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４   資産要件 

医療法人の土地、建物等は、 法人の所有である こ と が望ま し いですが、 賃貸借契約によ

る 場合でも その契約が長期間にわたる も ので、かつ、確実なも のである 場合には差し 支え

あり ま せん。  

新たに診療所を開設する ために一人医師医療法人を設立する 場合及び経営実績が２ 年

未満で一人医師医療法人を設立する 場合には、 ２ 箇月以上の運転資金を有する こ と が必

要です。  

 

 

５   基 金 

平成 19 年４ 月から 、 持分の定めのない社団たる 医療法人は、 資金の調達手段と し て、

基金制度を採用する こ と ができ る よ う になり ま し た。（ 医療法施行規則第 30 条の 37 及び

第 30 条の 38）  

基金と は、上記法人の設立等にあたり 拠出さ れた金銭その他の財産であって、法人が拠

出者に対し て、双方の合意の定める と こ ろに従い返還義務（ 金銭以外の財産については、

拠出時の当該財産の価格に相当する 金銭の返還義務） を負う も のです。  

基金に関する 手続き の概要は、 次のと おり です。  

（ １ ） 基金を引き 受ける 者の募集をする にあたり 、 基金の拠出者の権利に関する 規定 

及び基金の返還の手続き を定款で定める 必要があり ま す。 なお、 基金の返還に係る          

債権には、 利息を付する こ と ができ ま せん。  

（ ２ ） 基金の返還は定時社員総会の決議によ って行わなければなり ま せん。  

なお、 返還する 場合には、 返還をする 基金に相当する 金額を代替基金と し て貸借対

照表上の純資産の部に計上し なければなり ま せん。 ま た、 代替基金は取り 崩すこ と

はでき ま せん。  

 

なお、基金制度の詳細については、厚生労働省通知「 医療法人の基金について（ 平成 19

年３ 月 30 日付け医政発第 0330051 号）」 を参照し てく ださ い。  
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６   医療法人の業務範囲 

医療法人は、 本来業務（ その開設する 病院、 診療所、 介護老人保健施設又は介護医療院

の業務） に支障のない限り 、 定款の定める と こ ろによ り 、 次に掲げる 附帯業務の全部又は

一部を行う こ と ができ ま す。（ 医療法第 42 条各号）（ 厚生労働省通知「 医療法人の附帯業

務について（ 平成 19 年３ 月 30 日付け医政発第 0330053 号）」）  

( １ )   医療関係者の養成又は再教育 

( ２ )   医学又は歯学に関する 研究所の設置 

( ３ )   医療法第 39 条第１ 項に規定する 診療所以外の診療所の開設 

( ４ )  疾病予防のために有酸素運動（ 継続的に酸素を摂取し て全身持久力に関する

生理機能の維持又は回復のために行う 身体の運動をいう 。） を行わせる 施設であ

って、 診療所が附置さ れ、 かつ、 その職員、 設備及び運営方法が厚生労働大臣の

定める 基準に適合する も のの設置（ 疾病予防運動施設）  

( ５ )  疾病予防のために温泉を 利用さ せる 施設であって、 有酸素運動を行う 場所を

有し 、 かつ、 その職員、 設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める 基準に適合す

る も のの設置（ 疾病予防温泉利用施設）  

( ６ )  保健衛生に関する 業務（ 保健衛生上の観点から 行政庁が行う 規制の対象と な

る 業務のすべてをいう のではなく 、 直接国民の保健衛生の向上を主たる 目的と し

て行われる 業務又は国際協力等の観点から 、 海外における 医療の普及又は質の向

上に資する 業務に限ら れていま す。）  

( ７ )  社会福祉法第２ 条第２ 項及び第３ 項に掲げる 事業のう ち厚生労働大臣が定め

る も のの実施 

( ８ )  有料老人ホームの設置（ 老人福祉法に規定する も の。）  

なお、収益業務（ 厚生労働大臣が定める 業務） については社会医療法人以外でき ま せん。 

 

 

７   定 款 

定款は、 社団たる 医療法人の組織、運営等に関する 基本を定めたも のです。 定款には、

次の事項を定めなければなり ま せん。（ 医療法第 44 条）  

( １ )   目 的 

( ２ )   名 称 

( ３ )  開設し よ う と する 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び

開設場所 

( ４ )   事務所の所在地 

( ５ )   資産及び会計に関する 規定 

( ６ )   役員に関する 規定 
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( ７ )   理事会に関する 規定 

( ８ )   社員総会及び社員たる 資格の得喪に関する 規定 

( ９ )   解散に関する 規定 

( 10)  定款の変更に関する 規定 

( 11)  公告の方法 

( 12)  医療法人設立当初の役員 

※ 本手引き 内の定款例を参考に作成し てく ださ い。  

なお、定款を変更する 場合には知事の認可が必要です。定款を変更し よ う と する 場合に

は医療法人定款変更認可申請書に、 必要な書類を添えて申請し てく ださ い。  

 

 

８   設立総会 

社団たる 医療法人を設立する には、あら かじ め設立総会を開催し 、次に掲げる 事項を審

議し 、 決定し なければなり ま せん。  

( １ )   医療法人の設立の趣旨承認 

( ２ )   社員の確認 

( ３ )   定款の承認 

( ４ )   拠出( 寄附) 申込み及び設立時の財産目録の承認 

( ５ )  役員及び管理者の選任 

( ６ )   設立代表者の選任 

( ７ )   診療所の土地、 建物等を賃借する 場合の契約の承認 

( ８ )   医療機器等のリ ース 契約引継の承認 

( ９ )   初年度及び次年度分の事業計画及び収支予算の承認 

( 10)    その他の必要事項 

設立総会の議事については、議事の概要を議事録と し て作成し 、確実に保存し なければ

なり ま せん。  

 

９   運営機関 

社団たる 医療法人の運営機関には、 法人の意思決定機関である 「 社員総会」、 執行機関

である「 理事会」 並びに監査機関である「 監事」 があり ま す。 社員総会及び理事会の議事

については厚生労働省令に定める 事項を内容と する 議事録を作成し 、 会議の日から 10 年

間、 主たる 事務所に備え置かなければなり ま せん。  

詳細は、社員総会については「 11 社員総会」 を、理事会については「 15 理事会」 を、

監事については「 16 監事」 をご覧く ださ い。  
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10  社 員 

  社団たる 医療法人は複数の人が集ま って構成さ れた団体であり 、 その構成員のこ と を

社員と 呼びま す。 従業員と は異なり ま す。  

  社員は社員総会と いう 合議体の構成員と なる 為、 原則と し て３ 人以上必要です。  

  社員は社員総会において法人運営にあたっての重要事項について議決権及び選挙権を

行使する ため、 実質的に法人の意思決定に関われない者を名目的に社員と し て選任する

こ と は認めら れま せん。  

  社員の入社については、 社員総会で承認を得る こ と が必要です。ま た、その退社につい

ては定款で定める 手続き を経る こ と と さ れていま す。  

  社団たる 医療法人は社員名簿を据え置き 、 社員の変更がある ごと に必要な変更を加え

る 必要があり ま す。  

 

 

11  社員総会 

社団たる 医療法人の運営機関の一つと し て社員総会があり ま す。  

社員総会は、社員をも って構成する 法人の最高意思決定機関であり 、次の事項は社員総

会の議決を経なければなり ま せん。  

( １ )   定款の変更 

( ２ )   毎事業年度の事業計画の決定又は変更 

( ３ )   収支予算及び決算の決定又は変更 

( ４ )   重要な資産の処分 

( ５ )   借入金額の最高限度の決定 

( ６ )   社員の入社及び除名 

( ７ )   本社団の解散 

( ８ )   他の医療法人と の合併若し く は分割に係る 契約の締結又は分割計画の決定 

( ９ )  その他重要な事項 

 

なお、後述する 理事及び監事は、 社員総会に出席し 、社員から 特定の事項について説明

を求めら れた場合には、 当該事項について必要な説明をし なければなり ま せん。（ 医療法

第 46 条の３ の４ ）  
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12  役員数 

医療法人は、 役員と し て、 理事３ 人以上及び監事１ 人以上を置く こ と が原則です。（ 医

療法第 46 条の５ ）  

 

 

13  理  事 

医療法人の理事は、理事会の構成員と し て、医療法人の業務執行に係る 決定に参画し ま

す。  

ま た、法令及び定款並びに社員総会の決議を遵守し 、法人のため忠実にその職務を行う

義務、 法人に著し い損害を及ぼすおそれがある 事実を発見し たと き の監事への報告義務

などが課せら れ、 義務違反等の場合には損害賠償責任を負う こ と があり ま す。  

なお、知事の認可を受けた場合を除き 、医療機関の管理者は必ず理事に加えなければな

り ま せん。（ 医療法第 46 条の５ ）  

( １ )   理事の義務等（ 主なも の）  

・ 忠実義務（ 法令、 定款、 社員総会の決議を遵守し 、 法人のため忠実に職務を

行う 義務）  

・ 善管注意義務（ 民法の委任の規定に基づく 善良な管理者の注意義務）  

・ 競業及び利益相反取引の制限（ ①自己又は第三者のためにする 医療法人の事

業の部類に属する 取引、 ②自己又は第三者のためにする 医療法人と の取引、

③医療法人が当該理事の債務を保証する こ と その他当該理事以外の者と の間

における 医療法人と 当該理事と の利益が相反する 取引、 を行う 場合には理事

会において、 当該取引につき 重要な事実を開示し 、 その承認を受ける こ と 及

び取引後にその報告が必要）  

・ 社員総会における 説明・ 報告義務（ 社員から 説明又は報告を求めら れたと

き ）  

・ 監事に対する 報告義務（ 法人に著し い損害を及ぼすおそれのある 事実を発見

し たと き ）  

( ２ )   理事の責任（ 主なも の）  

・ 法人に対する 損害賠償責任（ 任務を怠ったこ と によ り 生じ た損害を賠償する

責任）  

・ 第三者に対する 損害賠償責任（ 職務につき 悪意・ 重大な過失があった場合に

第三者に生じ た損害を賠償する 責任）  
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14  理事長 

医療法人の理事のう ち、１ 人は理事長と し 、医師又は歯科医師のう ちから 選出し なけれ

ばなり ま せん。  

医療法人を代表する 者は、理事長のみであり 、理事長以外の理事には代表権はあり ま せ

ん。  

理事長は、 医療法人の業務に関する 一切の裁判上又は裁判外の行為をする 権限を有し

ま す。（ 医療法第 46 条の６ の２ ）  

理事長は、３ 箇月に１ 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する 義務があり

ま す。（ 定款に定めた場合は、 毎事業年度２ 回以上（ ４ 箇月を超える 間隔） に緩和する こ

と が可能）  

 

 

15  理事会 

理事会は、 すべての理事で組織し 、 次に掲げる 職務を行いま す。  

( １ )  本社団の業務執行の決定 

( ２ )   理事の職務の執行の監督 

( ３ )  理事長の選出及び解職 

( ４ )  重要な資産の処分及び譲受けの決定 

( ５ )  多額の借財の決定 

( ６ )  重要な役割を担う 職員の選任及び解任の決定 

( ７ )  従たる 事務所その他の重要な組織の設置、 変更及び廃止の決定 

( ８ )  その他定款に定める 事項 

 

 

16  監  事 

監事は、 当該医療法人の理事又は法人の職員を兼ねる こ と は認めら れま せん。（ 医療法

第 46 条の５ 第８ 項）  

監事の職務の重要性に鑑み、 実際に法人監査業務を実施でき ない者が名目的に選任さ

れる こ と なく 、 法人運営を含む財務諸表の監査を客観的に行える 者を選任する こ と が必

要です。  
 

※参考： 厚生労働省通知「 病院又は老人保健施設等を開設する 医療法人の運営管理指導

要綱の制定について（ 平成２ 年３ 月１ 日付け健政発第 110 号）」  

「 医療法人運営管理指導要綱」 Ⅰ組織運営 ２ 役員 ( 6) 監事 

１  理事、評議員及び法人の職員を兼任し ていないこ と 。 ま た、 他の役員と 親

族等の特殊の関係がある 者ではないこ と 。  
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監事の職務は次のと おり です。（ 医療法第 46 条の８ ）  

( １ )   医療法人の業務を監査する こ と  

( ２ )   医療法人の財産の状況を監査する こ と  

( ３ )   医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し 、

当該会計年度終了後３ 月以内に社員総会及び理事会に提出する こ と  

( ４ )   上記( 1) 又は( 2) によ る 監査の結果、 本社団の業務又は財産に関し 不正の行為

又は法令若し く は定款に違反する 重大な事実がある こ と を発見し たと き は、 こ れ

を知事、 社員総会又は理事会に報告する こ と  

( ５ )   上記( 4) の報告をする ために必要がある と き は、 社員総会を招集する こ と  

( ６ )   理事が社員総会に提出し よ う と する 議案、書類、その他の資料を調査し 、法令

若し く は定款に違反し 、 又は著し く 不当な事項がある と 認める と き は、 その調査

の結果を社員総会に報告する こ と  

( ７ )   理事会に出席し 、 必要がある と 認める と き は意見を述べる こ と （ 医療法第 46

条の８ の２ ）  

 

なお、職務を行う について悪意又は重大な過失があったと き は、こ れによ って第三者に

生じ た損害を賠償する 責任を負いま す。ま た、監査報告に記載すべき 重要な事項について

の虚偽の記載の場合も 同様です。（ 医療法第 48 条）  

 

 

17  役員の欠格事由 

次のいずれかに該当する 者は、 医療法人の役員と なる こ と はでき ま せん。（ 医療法第 46

条の５ 第５ 項において準用する 第 46 条の４ 第２ 項）  

( １ )  精神の機能の障害によ り 職務を適正に行う に当たって必要な認知、 判断及び

意思疎通を適切に行う こ と ができ ない者 

( ２ )  医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する 法令の規定によ り 罰金以上の

刑に処せら れ、 その執行を終わり 、 又は執行を受ける こ と がなく なった日から 起

算し て２ 年を経過し ない者 

( ３ )  ( ２ ) に該当する 者を除く ほか、 禁錮以上の刑に処せら れ、 その執行を終わり 、

又は執行を受ける こ と がなく なる ま での者 

ま た、医療法人の非営利性の観点から 、医療法人と の間に取引関係のある 営利法人の役

職員が、 医療法人の役員に就任する こ と は原則と し て認めら れま せん。（ 厚生労働省通知

「 医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について（ 平成５ 年２ 月３ 日付け総第５

号・ 指第９ 号）」）  
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18  会計年度と 決算 

医療法人の会計年度は、 ４ 月１ 日に始ま り 、 翌年の３ 月 31 日に終わる も のを原則と し

ま すが、 定款によ り 、 各法人において、 任意の１ 年を定める こ と ができ ま す。（ 医療法第

53 条）  

医療法人は、 適時に、 正確な会計帳簿を作成し 、 会計帳簿の閉鎖の時から 10 年間、 そ

の会計帳簿及びその事業に関する 重要な資料を保存し なければなり ま せん。（ 医療法第 50

条の２ ）  

そし て、 医療法人は、 毎会計年度の終了後２ 月以内に事業報告書等（ 事業報告書、 財産

目録、 貸借対照表、 損益計算書、 関係事業者（ 理事長の配偶者がその代表者である こ と そ

の他の当該医療法人又はその役員と 厚生労働省令で定める 特殊の関係がある 者） と の取

引の状況に関する 報告書） を作成し 、 監事の監査、 理事会及び社員総会の承認を経て、 ３

月以内に知事に事業報告書等及び監事が作成し た監査報告書を届け出なければなり ま せ

ん。ま た、同じ く 会計年度の終了後３ 月以内に知事に開設する 病院又は診療所ごと の経営

情報の報告を提出し なければなり ま せん。（ 医療法第 69 条の２ 第２ 項） なお、 事業報告書

等は、監事の監査を受け理事会の承認を受けた後、監事が作成し た監査報告書と と も に社

員総会の１ 週間前の日から ５ 年間、主たる 事務所に備え置く 必要があり ま す。 さ ら に、医

療法人は、 貸借対照表及び損益計算書を作成し た時から 10 年間、 保存する 義務があり ま

す。（ 医療法第 51 条、 第 51 条の２ 、 第 51 条の４ 及び第 52 条）  

 

※知事に届け出る 書類は次のと おり です。  

( １ )   事業報告書 

( ２ )   財産目録 

( ３ )   貸借対照表 

( ４ )   損益計算書 

( ５ )  関係事業者と の取引の状況に関する 報告書（ 厚生労働省令で定める 取引に該

当する 場合）  

( ６ )   監事の監査報告書 

（ ７ ）  開設する 病院又は診療所ごと の経営情報の報告 

ま た、 事業報告書等、 監事の監査報告書及び定款は、 主たる 事務所に備えて置き 、 社員

又は債権者から の請求があれば、正当な理由がある 場合を除き 、当該事務所において閲覧

さ せなければなり ません。（ 医療法第 51 条の４ ）  

なお、上記の届出があった書類と 定款については、県民等から 請求があれば、 都道府県

知事はこ れを閲覧さ せなければなら ないと 定めら れていま す。（ 医療法第 52 条第２ 項）  

閲覧の対象は、事業報告書等及び監事の監査報告書については、過去３ 年間に届けら れ

たも の、 定款については、 現存する も のと なり ま す。  
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◎決算に係る定時社員総会スケジュールの参考例（４月から翌年３月決算の場合） 

 法人税の確定申告期限と の関係から 、 毎会計年度の終了後２ 月以内に定時社員総会

を開催する ケース を例と し ていま す。  

3 月 31 日 会計年度末  

4 月 1 日 新会計年度開始 

決算関係書類・事業報告書等の作成 

・ 医療法人は、 毎会計年度終了後２ 月以内に、 事業報告書等（ 事業報告

書、 財産目録、 貸借対照表、 損益計算書及び関係事業者と の取引の状

況に関する 報告書） を作成 

 

4 月 23 日 監事へ事業報告書等を提出し、監事の監査を受ける 

監事による監査報告書の提出 

・ 監事は、 事業報告書等を受領し た日から ４ 週間を経過し た日又は理事

及び監事が合意によ り 定めた日のいずれか遅い日ま でに監査報告書

を社員総会及び理事会に提出 

← 
 

最 

大 

４ 

週 

間 
 

→ 

5 月 14 日 理事会招集通知の発出 

・ 上記期間の間に、 ス ケジュ ール調整など会議開催に向けた作業 

・ 理事会招集権者が、 理事会の日の１ 週間前ま でに理事会招集通知を発

出 

5 月 22 日 理事会開催 ( 過半数の理事と 監事が出席)  

・ 監事の監査を受けた事業報告書等の承認 
← 

 

１ 
 

週 
 

間 
 

→ 

 理事会の承認を受けた事業報告書等などの備え置き 

・ 社員総会の日の１ 週間前ま でに、 事業報告書等と 監事の監査報告書を

主たる 事務所に備え置く  

5 月 22 日 社員総会召集通知の発出 

・ 理事長は社員総会の１ 週間前ま でに、 理事会の承認を受けた事業報告

書等などと と も に社員総会召集通知を発出 

5 月 30 日 定時社員総会開催 ( 総社員数の過半数が出席)  

・ 貸借対照表及び損益計算書の承認 

・ 前記を除く 事業報告書等及び監事報告書の報告 

 

6 月中 知事に事業報告書等を届出 

・ 知事に事業報告書等届を提出 

法務局への登記申請 

・ 毎事業年度末から ３ 月以内に変更登記 

知事に医療法人登記事項届を届出 

・ 登記後、 知事に医療法人登記事項届を提出 

 

 

※参考： 負債 50 億円以上又は収益 70 億円以上など 厚生労働省令で定める 基準に該当

する 一定規模以上の医療法人は、 厚生労働省令で定める 医療法人会計基準に

従い、貸借対照表及び損益計算書を作成し 、公認会計士等によ る 監査、 公告を

実施し なければなり ま せん。（ 医療法第 51 条、 第 51 条の３ ）  
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19  賃貸借契約の引継ぎ 

土地、建物は、 医療法人の所有である こ と が望ま し いですが、個人が開業医と し て賃借

し ていた診療所の土地、建物、医療機械器具等を医療法人が、 引き 続き 賃借する こ と は差

し 支えあり ま せん。 なお、 こ の場合は、 土地、 建物又は医療機械器具等の所有者の承認が

必要です。  

ま た、個人開業医と 土地、建物の所有者と の賃貸借契約を終了さ せ、 新たに医療法人と

所有者と の賃貸借契約を締結さ せる 必要があり 、 こ の契約は長期間にわたる も のであり 、

かつ、確実なも のである こ と を要し ま す。こ の賃貸借契約書は、法人設立認可申請の際の

添付書類の一つになり ま す。  

なお、 個人開業医が所有者（ 甲） から 賃借し ていた土地、 建物又は医療機械器具等につ

いては、 新たに賃借人（ 乙） を医療法人○○会 設立代表者□□□□と 表示し た覚書又は

賃貸借契約を締結し 、 特約事項と し て「 本契約は、神奈川県知事に申請中の医療法人の設

立が登記さ れた日をも って発効する も のと し 、同法人設立のう えは乙の表示は、医療法人

○○会 理事長□□□□（ 主たる 事務所の所在地を記載） と 読み替える も のと する 。」 を加

えておく こ と が必要です。  

 

 

20  設立登記 

医療法人は、 法務局へ設立登記し なければ成立し ま せん。（ 医療法第 46 条）  

従って、医療法人設立認可があれば、出資の払込みその他設立に必要な手続き が終了し

た日から ２ 週間以内に主たる 事務所を 管轄する 法務局に、 理事長が登記の申請をし なけ

ればなり ま せん。（ 組合等登記令第２ 条）  

さ ら に設立登記後は、 設立登記を行ったこ と を「 医療法人登記事項届」 によ り 神奈川県

知事へ提出し てく ださ い。（ 医療法施行令第５ 条の 12）  

( １ )  目的及び業務 

( ２ )  名 称 

( ３ )  事務所の所在場所 

( ４ )  理事長の住所及び氏名 

( ５ )  存続期間又は解散の事由を定めたと き は、 その時期又は事由 

( ６ )  資産の総額（ 純資産額）  

 

ま た、 設立登記申請書類の添付書類は、 次のと おり です。（ 組合等登記令第 16 条）  

( １ )   定  款 

( ２ )  理事長の資格を証する 書面( 就任承諾書)  

( ３ )   設立認可書 
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( ４ )   資産の総額を証する 書類( 財産目録)  

( ５ )   代理人によ って申請する 場合には、 その権限を証する 書面 

なお、 設立登記の際に、 理事長の印鑑を同時に法務局へ届け出る 必要があり ま す。  

 

 

21 剰余金の配当の禁止 

医療法人は、 剰余金の配当が禁止さ れていま す。（ 医療法第 54 条）  

従って、 収益を生じ た場合には、 施設の整備、法人職員の待遇改善等に充てる ほかは積

立金と し て留保し なければなり ま せん。  

ま た、配当ではないが、 事実上利益の分配と みら れる 行為も 禁止さ れていま す。 それら

にあたる と さ れる 行為は次のよ う なも のです。  
 

 

※参考: 配当類似行為の例 

近隣の土地建物の賃借料と 比較し て、 著し く 高額な賃借料の設定 

病院等の収入等に応じ た定率賃借料の設定 

病院等の本来業務や附帯業務以外の不動産賃貸業 

役員等への不当な利益の供与                   等 
 

 

 

なお、 理事、 監事の報酬等（ 報酬、 賞与その他の職務執行の対価と し て法人から 受ける

財産上の利益） について、定款にその額を定めていないと き は、 社員総会の決議によ って

定める こ と と さ れていま す。  

 

 

22  解散及び残余財産の処分 

医療法人は次に掲げる 事由によ り 解散し ま す。（ 医療法第 55 条）  

( １ )   目的たる 業務の成功の不能 

( ２ )   社員総会の決議 

( ３ )   他の医療法人と の合併 

( ４ )   社員の欠亡 

( ５ )   破産手続開始の決定 

( ６ )   設立認可の取消し  

( ７ )   定款をも って定めた解散事由の発生 

なお、解散し た医療法人の残余財産は、合併及び破産の場合を除く ほかは、 定款の定め

る と こ ろによ り 、 国若し く は地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する 者であ
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って省令で定める も ののう ちから 選定し た者に帰属し ます。（ 医療法第 44 条第５ 項）  

ま た、 解散の事由（ 上記( １ )  ( ２ ) ） によ っては知事の認可を受けなければ、 解散の効

力は生じ ま せん。なお、こ の場合知事はあら かじ め医療審議会の意見を聴く こ と になって

いま す。（ 医療法第 55 条第７ 項）
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Ⅱ 医療法人の運営にあたって  
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１  定例の手続き  

（ １ ） 事業報告書等の提出 

期 限 会計年度終了後、 ２ 箇月以内に作成、 ３ 箇月以内に都道府県知事あて提出 

添付書類  

・ 事業報告書 

・ 財産目録 

・ 貸借対照表 

・ 損益計算書 

・ 関係事業者と の 取引に 関する 報告書（ 該当が あ る 場合）  

・ 監事の 監査報告書 

・ 医療法第51条第２ 項の医療法人（ ※） は公認会計士等の監査報告書、 純資産変動計算

書及び附属明細表（ ※11ページ参照）  

根 拠 医療法第51、 52条 

 

（ ２ ） 役員変更届の提出（ 任期満了後重任の場合）  

期 限 変更後遅滞なく 都道府県知事あて提出 

添付書類  

・ 役員変更届 

・ 社員総会議事録 

・ 理事会議事録（ 理事長が 重任する 場合）  

・ 原本証明（ 議事録の 写し を 提出する 場合）  

根 拠 医療法施行令第５ 条の13 

 

（ ３ ） 医療法人登記事項届の提出 

 

  ア 資産総額の変更登記の場合 

期 限 １ 年に１ 度、 登記後遅滞なく 都道府県知事あて提出 

添付書類  
・ 医療法人登記事項届 

・ 履歴事項全部証明書（ 原本）  

根 拠 医療法施行令第５ 条の12 

 

  イ  理事長の変更登記（ 任期満了に伴う 重任の場合）  

期 限 ２ 年に１ 度、 登記後遅滞なく 都道府県知事あて提出 

添付書類  
・ 医療法人登記事項届 

・ 履歴事項全部証明書（ 原本）  

根 拠 医療法施行令第５ 条の12 
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 ２  随時の手続き 例（ 定款等の変更認可等）  

（ １ ） 定款等の変更（ 事業所追加）  

 

期 限 

認可希望日の概ね４ 箇月前に素案提出 

（ ※ただし 、 病院、 診療所、 介護老人保健施設、 介護医療院等の開設の場合、 各施設の

開設に係る 許可、 指定等に２ 箇月程度を要する 場合があり ま す。 その前に定款等変更認

可が必要ですので、 法務局、 保健所、 関東信越厚生局等へ各手続き のス ケジュ ールを確

認のう え、 余裕をも って手続き を進めてく ださ い。）  

添付書類  

・ 定款変更認可申請書 

・ 新旧条文対照表 

・ 社員総会議事録等 

・ 開設し よ う と する 施設の 概要が 分か る 書類（ 図面、 賃貸借契約書等）  

・ 変更後２ 年間の 事業計画 

等 

詳細は 本手引き 内「 Ⅲ 各種申請・ 届出必要書類」 を 参照 

根 拠 医療法第54条の９ 第３ 項、 医療法施行規則第33条の25 

 

（ ２ ） 定款等の変更（ 事業所移転）  

 

期 限 

認可希望日の概ね４ 箇月前に素案提出 

（ ※ただし 、 病院、 診療所、 介護老人保健施設、 介護医療院等の開設の場合、 各施設の

開設に係る 許可、 指定等に２ 箇月程度を要する 場合があり ま す。 その前に定款等変更認

可が必要ですので、 法務局、 保健所、 関東信越厚生局等へ各手続き のス ケジュ ールを確

認のう え、 余裕をも って手続き を進めてく ださ い。）  

添付書類  

・ 定款変更認可申請書 

・ 新旧条文対照表 

・ 社員総会議事録等 

・ 開設し よ う と する 施設の 概要が 分か る 書類（ 図面、 賃貸借契約書等）  

・ 変更後２ 年間の 事業計画 

等 

詳細は 本手引き 内「 Ⅲ 各種申請・ 届出必要書類」 を 参照 

根 拠 医療法第54条の９ 第３ 項、 医療法施行規則第33条の25 
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（ ３ ） 定款等の変更（ 事業所廃止）  

 

期 限 認可希望日の概ね４ 箇月前に素案提出 

添付書類  

・ 定款変更認可申請書 

・ 新旧条文対照表 

・ 社員総会議事録等 

等 

詳細は 本手引き 内「 Ⅲ 各種申請・ 届出必要書類」 を 参照 

根 拠 医療法第54条の９ 第３ 項、 医療法施行規則第33条の25 

 

（ ４ ） 定款等の変更（ 会計年度の変更、 社員総会開催時期の変更）  

 

期 限 認可希望日の概ね４ 箇月前に素案提出 

添付書類  

・ 定款変更認可申請書 

・ 新旧条文対照表 

・ 社員総会議事録等 

等 

詳細は 本手引き 内「 Ⅲ 各種申請・ 届出必要書類」 を 参照 

根 拠 医療法第54条の９ 第３ 項、 医療法施行規則第33条の25 

 

（ ５ ） 定款等の変更（ 役員定数の変更）  

 

期 限 認可希望日の概ね４ 箇月前に素案提出 

添付書類  

・ 定款変更認可申請書 

・ 新旧条文対照表 

・ 社員総会議事録等 

等 

詳細は 本手引き 内「 Ⅲ 各種申請・ 届出必要書類」 を 参照 

根 拠 医療法第54条の９ 第３ 項、 医療法施行規則第33条の25 
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３  随時の手続き 例（ 届出等）  

（ １ ） 役員変更届の提出（ 新たに役員に就任する 場合（ 重任を除く ））  

 

期 限 変更後遅滞なく 都道府県知事あて提出 

添付書類  

・ 役員変更届 

・ 社員総会議事録 

・ 新役員の 履歴書（ ※実印の 押印が 必要）  

・ 新役員の 役員就任承諾書（ ※実印の 押印が 必要）  

・ 新役員の 印鑑登録証明書（ 原本）  

・ 理事会議事録（ 理事長が 変更に な る 場合）  

・ 医師（ 歯科医師） 免許証（ 理事長が 変更に な る 場合）  

・ 原本証明( 議事録、 履歴書、 就任承諾書、 免許証の 写し を 提出する 場合)  

根 拠 医療法施行令第５ 条の13 

 

（ ２ ） 役員変更届の提出（ 任期途中で役員を辞任する 場合）  

 

期 限 変更後遅滞なく 都道府県知事あて提出 

添付書類  

・ 役員変更届 

・ 社員総会議事録 

・ 辞任届  

・ 原本証明（ 議事録の 写し を 提出する 場合）  

根 拠 医療法施行令第５ 条の13 

 

（ ３ ） 役員変更届の提出（ 死亡に伴う 辞任）  

 

期 限 変更後遅滞なく 都道府県知事あて提出 

添付書類  

・ 役員変更届 

・ 死亡診断書（ 写し ） 又は 除籍謄本（ 原本）  

・ 原本証明（ 写し を 提出する 場合）  

根 拠 医療法施行令第５ 条の13 
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（ ４ ） 役員変更届の提出（ 婚姻等によ る 改姓）  

 

期 限 変更後遅滞なく 都道府県知事あて提出 

添付書類  

・ 役員変更届 

次の い ずれ か の 書類 

①  改姓を 証する 書類（ 住民票（ ※）・ 戸籍謄本等）（ 原本）  

② 履歴書（ 原本） ( 変更前と 変更後を 併記する こ と ) 及び印鑑登録証明書（

原本）  

※住民票は、 個人番号（ マイ ナンバー） の記載がないも のに限る 。  

根 拠 医療法施行令第５ 条の13 

 

（ ５ ） 医療法人登記事項届の提出 

  （ 理事長の変更（ 重任含む）、 理事長の住所変更・ 改姓、 事務所追加・ 移転等によ る 目

的等の変更、 資産の総額の変更等）  

 

期 限 登記後遅滞なく 都道府県知事あて提出 

添付書類  
・ 医療法人登記事項届 

・ 履歴事項全部証明書（ 原本）  

根 拠 医療法施行令第５ 条の12 

 

（ ６ ） 医療法人解散の申請（ 目的たる 業務の成功の不能、 社員総会の決議等）  

 

期 限 

①事由発生後遅滞なく  

②解散及び清算人選任の登記後遅滞なく  

③清算結了の登記後遅滞なく  

添付書類  

①の 必要書類 

・ 医療法人解散認可申請書 

・ 法、 定款又は寄附行為に定めら れた解散に関する 手続を経たこ と を証する 書類 

・ 理由書 

・ 財産目録及び貸借対照表 

・ 残余財産の処分に関する 事項を記載し た書類（ 予定）  等 

②の必要書類 

・ 登記事項届 

・ 登記事項証明書 

③の必要書類 
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・ 登記事項届 

・ 登記事項証明書 

・ 財産目録及び貸借対照表 

・ 残余財産の処分に関する 事項を記載し た書類（ 結果）  

・ 官報の写し (３ 回分) 

根 拠 医療法第55条第６ 項、 医療法施行規則第34条 

 

（ ７ ） 医療法人解散の届出（ 定款に規定さ れている 場合）  

 

期 限 事由発生後遅滞なく  

添付書類  

・ 医療法人解散届（ 清算後、 医療法人清算結了届の 提出が 必要で す。）  

・ 法、 定款又は寄附行為に定めら れた解散に関する 手続を経たこ と を証する 書類 

・ 理由書 

・ 財産目録及び貸借対照表 

・ 残余財産の処分に関する 事項を記載し た書類 

・ 登記事項証明書 

・ 清算人の履歴書（ ※実印の 押印が 必要）  

・ 清算人の就任承諾書（ ※実印の 押印が 必要）  

・ 清算人の印鑑登録証明書（ 原本）  

・ 保健所に提出し た「 診療所廃止届」「 エッ ク ス 線装置廃止届」  

・ 関東信越厚生局に提出し た「 保険医療機関廃止届」  

・ 官報の写し (３ 回分) 

等 

根 拠 医療法第55条、 医療法施行規則第34条 

 ※解散を検討し ている 場合、 必ず事前に窓口ま でご連絡く ださ い。  

 

（ ８ ） 医療法人解散の届出（ 吸収合併によ る 消滅）  

 

期 限 事由発生後遅滞なく  

添付書類  
・ 登記事項届 

・ 登記事項証明書 

根 拠 医療法施行令第５ 条の12 

※吸収合併承継法人については、 吸収合併認可申請の手続き が必要と なり ま す。  
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（ ９ ） 医療法人解散の届出（ 破産手続開始の決定）  

 

期 限 
①破産手続開始後遅滞なく  

②破産手続終結後遅滞なく  

添付書類  

①の必要書類 

・ 登記事項届 

・ 登記事項証明書（ 破産手続開始、 破産管財人について登記さ れたも の）  

・ 破産手続開始通知書 

②の必要書類 

・ 登記事項届 

・ 登記事項証明書（ 破産手続終結について登記さ れたも の）  

・ 破産手続終結通知書 

根 拠 医療法施行令第５ 条の12 

 

（ 10） 医療法人の定款変更の届出（ 主たる 事務所の変更、 公告方法の変更の場合のみ）  

 

期 限 事由発生後遅滞なく  

添付書類  

・ 定款変更届 

・ 新旧条文対照表 

・ 変更後の定款 

・ 社員総会議事録等 

・ 履歴事項全部証明書（ 原本）（ ※主たる 事務所の変更の場合、 変更を反映し たも の）  

等 

根 拠 医療法第54条の９ 第５ 項、 医療法施行規則第33条の26 

※主たる 事務所の所在地だけでなく 、開設する 診療所等の所在地も 変更と なる 場合、定款変

更認可が必要です。  

 

（ 11） その他随時の手続き が必要と なる 事項 

 ・ 医療法人合併・ 分割認可 

 ・ 非医師理事長の認可 

 ・ 開設する 医療機関の管理者を理事に加えないこ と の認可 

 等 

21-2 
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医療法人定款等変更手続き の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

定款（ 寄附行為） 変更準備 

（ 申請書素案作成、 社員総会開催等）  

定款（ 寄附行為） 変更認可申請書 

の作成又は提出（ 仮申請）  

事前審査 

定款（ 寄附行為） 変更認可申請 

（ 本申請）  

認可書の交付、 受領 

 

※素案の審査には時間（ ４ 箇月程

度が目安）を 要し ま すので、余裕を

も っ てご 提出く ださ い。  

※手続き に当たっ て の不明点があ

れば提出の前に、 １ 度ご 相談く だ

さ い 

※こ の時点で、 押印等は不要です。  

※１ 部提出し てく ださ い。  

※県担当者の指示を 受けた後、 押

印済みの書類を ２ 部（ 正本１ 部、副

本１ 部） 提出し てく ださ い。  

※提出書類の詳細については「 Ⅲ

各種申請・ 届出必要書類」を ご 確認

く ださ い。  

※場合によ り 書類の補正等を お願

いする 場合があ り ま す。  
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝（ 注） ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

診療所等開設許可申請書を 所管の 

保健所、 保健福祉事務所に提出 

医療法人登記事項届、 登記済みの履歴事

項全部証明書を 県医療企画課に提出 

※登記完了後、 遅滞なく 変更登記を

行っ たこ と の届（ 医療法人登記事項

届） を 神奈川県知事に提出し てく だ

さ い。（ 医療法施行令第５ 条の12）  

※添付する 履歴事項全部証明書につ

いては原本を 送付し てく ださ い。  

 

開設許可書の交付、 受領 

変更登記申請書を 法務局に提出 

※認可を 受けた後、 登記事項を 変

更し た 場合は、 法務局に変更登記

を 行っ てく ださ い。（ 医療法第43条

第１ 項）  

 

※登記完了後、 速やかに開設許可申

請書を 提出し 、 入院設備を 有する 場

合は、 病床設置許可申請書およ び構

造設備使用許可申請書を 診療所所在

地の保健所等に提出し 、 許可を 受け

てく ださ い。  

※なお、 入院設備を 有する 場合は他

に必要な手続き があ る 場合があ り ま

すので、 保健所等にお問合せく ださ

い。  

開設届の提出 

※開設届を 診療所所在地の保健所に

提出し てく ださ い。（ 医療法施行令第

４ 条の２ ）  
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※二重破線（ 注） 以下の手続き については、 県医療企画課の所管外の事務になり ま す。 不明

点等がござ いま し たら 各所管の保健所等関係機関へお問合せく ださ い。  

保険医療機関指定関係書類を  

関東信越厚生局神奈川事業所 

（ 神奈川県内で開設する 場合） へ提出 

保険医療機関指定通知書の交付、 受

保険診療の開始 

※保険医療機関の指定を 受ける 場合

は、 関東信越厚生局神奈川事務所で

手続き を 行っ てく ださ い。  
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Ⅲ 各種申請・ 届出必要書類 



定款等の変更認可申請の際の必要書類一覧 

１ ．  会計年度の変更、 医療法改正対応    ５ ． 介護老人保健施設（ 介護医療院） の開設 
２ ．  診療所( 病院、 附帯業務事業所) の移転  ６ ． 既存の附帯業務事業所での新たな附帯業務の開始 
３ ． 診療所( 病院、 附帯業務事業所) の開設、 拡大 
４ ． 診療所( 病院、 附帯業務事業所) の廃止、 診療所（ 法人） 名称の変更、  

住所表示（ 建物名） 変更、 役員定数の変更 
 
※ 上記の各番号が、 下の表の番号に対応し ま す。  
 

 必要書類                                 
 

押印 
様式

番号 

該当ペ

ージ 
１ ２ ３ ４ ５ ６ 

医療法人定款変更認可申請書  ① 30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

定款等の新旧対照表 
 ㉕～

㉗ 
79 

~ 102 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

社員総会(社団)又は理事会(評議員会)(財団)

の議事録（写） 
注９ 

△ 

㉘～

㉚ 
104 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

現在の定款（写）  
  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

変更後の定款（ 案）     ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

開設し よ う と する 施設の概要（ 注 10）   ⑬⑭ 63、 64  ○ ○  ○ ○ 

  周辺図     ○ ○  ○ ○ 

  平面図（ 注 11）  

（ ビ ル内の場合はフ ロ ア図も 必要）  

 
   ○ ○  ○ ○ 

（ 賃貸借の場合）  

  建物の登記事項証明書 

 賃貸借契約書 

（ 転貸借の場合） 上記に加えて、  

所有者と 賃貸人の原契約書 

 所有者の転貸借への同意が分かる 書類 

 

   
注１ 

△ 

注１ 

△ 
 

注１ 

△ 
 

（ 土地・ 建物所有の場合）  

 土地の公図 

  土地の登記事項証明書 

 建物の登記事項証明書 

 

   
注２ 

△ 

注２ 

△ 
 

注２ 

△ 
 

管理者と なる べき 者の就任承諾書(注 12、13) 
要 

(実印) 
⑰ 67  ○ ○  ○  

         〃    履歴書    (注 12、 13) 
要 

(実印) 
⑲ 69  

注３ 

注４ 

△ 

注４ 

○ 
 

注４ 

○ 
 

         〃    印鑑登録証明書(注 12、 13)  
   ○ ○  ○  

         〃    免許証（写）   (注 12、 13) 
 

   
注３ 

△ 
○  ○  

変更後２( ３ ) 年間の事業計画（ 注 14）  
 

⑳ 70  
注５ 

△ 
○  ○ ○ 

変更予算書（ 注 14）  
 

㉑ 
71 

~ 74 
 

注５ 

△ 
○  ○ ○ 

拠出(寄附)の申込みを 証する 書類(契約書又

は申込書) 

 
   

注６ 

△ 

注６ 

△ 
 

注６ 

△ 

注６ 

△ 

拠出(寄附)する 不動産の登記事項証明書及

び評価額を 証明する 書類 

 
   

注７ 

△ 

注７ 

△ 
 

注７ 

△ 

注７ 

△ 

医療法人の概要  ㉒ 75  ○ ○ ○ ○ ○ 

法人登記事項 履歴事項全部証明書  
  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

理事長の原本証明 
注 15 

△ 
㉓㉔ 76 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

定款変更認可申請書類一式の副本 
 

  
注８ 

○ 

注８ 

○ 

注８ 

○ 

注８ 

○ 

注８ 

○ 

注８ 

○ 

    （ 次頁に注釈あり ）      
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※ 必要と なる 書類は、 内容によ り 異なる 場合があり ま す。  

※ （ 写） を提出する 場合は理事長の原本証明が必要です。  

 

○： 必要書類  △： 必要になる こ と がある 書類（ 注を参照）  

 

注１ ： 土地又は建物を賃借する 場合は、 必要です。 なお、 理事が個人所有する 建物等を賃借する 場合は、

理事会において取引の承認を受けたこ と を証明する 書類、 近傍類似物件の賃料と の比較書類の添付も

必要です。  

   賃貸借契約期間が 10 年未満の場合、 契約期間満了後も 再契約を締結する よ う 努める 旨の誓約書の

添付をお願いいたし ま す。 ( 66 ページ参照)  

注２ ： 医療法人が土地及び建物を所有する 場合は、 必要です。  

注３ ： 現に開設する 診療所の管理者と 異なる 場合は、 必要です。  

注４ ： 役員を務める 場合、 役員と し ての欠格事由に該当し ない旨を記載し てく ださ い。（ 様式 19 参照）  

注５ ： 移転先が近隣（ 隣接地又は同一ビル内） で、 事業規模に変動がない場合は、 添付を要し ま せん。  

注６ ： 新たな拠出( 寄附) がある 場合は、 必要です。  

注７ ： 新たに不動産を拠出( 寄附) する 場合は、 必要です。  

注８ ： 県担当者の指示を受けて提出し てく ださ い。 正本のコ ピーを副本と し て提出いただけま す。  

注９ ： 法人の現行定款に基づき 、 記名押印、 署名（ 捺印） 又は電子署名を行ってく ださ い。  

注 10： 病院の移転・ 増設を行う 場合は、 病院用の様式（ 詳細は担当者に御確認く ださ い。） を使用し てく

ださ い。  

注 11： 許可権限を有する 保健所と 十分に調整を行ってく ださ い。  

注 12： 新規診療所の管理者に既存診療所の管理者が就任する 場合、 当該既存診療所の後任の管理者と な

る 者の就任承諾書、 履歴書、 印鑑登録証明書、 免許証（ 写し ） も 必要です。  

注 13： 附帯業務事業所の管理者については、 添付不要です。  

注 14： 事業計画の内容によ ってはその他の財務関係書類の提出を求める 場合があり ま す。  

注 15： 医師（ 歯科医師） 免許証の原本証明をする 場合は、 理事長の押印が必須です。 ま た、 証明日の記

載が必要です。  

注 16： 事業譲渡によ り 診療所等の開設・ 廃止を行う 場合、 譲渡価額の妥当性を確認する ため、 事業譲渡

契約書と 譲渡価額の算定根拠（ 譲渡時点の簿価を確認でき る 固定資産台帳など ） を提出いただき ます。 

 

＜お願い＞ 

・  申請書類は、添付書類を含め、素案（ 押印不要） と し て提出し 、県担当者の審査を受けてく ださ い。（ 素

案審査）  

・  審査後書類が整った段階で、県担当者の指示を受けて必要書類に押印の上、書類を提出し てく ださ い。

（ 本申請）  

・  素案審査は、 変更の内容や他の素案提出状況によ り 時間がかかる こ と があり ま す。  

特に、 診療所の増設や附帯業務の開始等、 変更事由が新たな事業の開始の場合、 添付書類も 多いため、

定款変更の事前相談から 事業開始ま での期間が短いと 、 定款変更認可が間に合いま せん。 素案は余裕を持

ってご提出く ださ る よ う お願いし ま す。（ 認可ま での大ま かな目安は、 本手引き 内 22 ページの「 医療法人

定款等変更手続き の流れ」 をご確認く ださ い。）  
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各種届出の必要書類一覧 
 

１ ． 役員の新規就任（ 重任を除く ）  ６ ． 役員の重任 
２ ． 任期途中の辞任 ７ .  医療法人登記事項届 
３ ． 死亡によ る 退任 ８ .  決算の報告 
４ ． 婚姻等によ る 改姓           
５ ． 任期満了に伴う 辞任                    
※ 上記の各番号が、 下の表の番号に対応し ま す。  

 必要書類                              押印 
様式

番号 

該当 

ページ 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

医療法人登記事項届  ⑦ 37       ○  

役員変更届  ⑧ 38 ○ ○ ○ ○ ○ ○   

社員総会議事録 
注８ 

△ 
㉘㉙ 

104 
~ 108 

○ 
注１ 

△ 
  

注１ 

△ 
○ 

  

理事会議事録 
注８ 

△ 
㉚ 

109 

~ 110 

注２ 

○ 
    

注２ 

○ 

  

役員就任承諾書 
要 

(実印) 
⑱ 68 

注３ 

○ 
     

  

履歴書 
要 

(実印) 
⑲ 69 

注６ 

○ 
  

注４ 

注５ 

注６ 

○ 

  

  

印鑑登録証明書（ 原本）  
 

  ○   
注５ 

○ 
  

  

医師（ 歯科医師） 免許証（ 写）  
 

  
注２ 

○ 
     

  

辞任届（ 法人独自の様式で構わない）  
   ○       

死亡診断書（ 写） 又は除籍謄本（ 原本）  
    ○    

  

住民票又は戸籍謄本等の改姓を 証す

る も の（ 原本）  

 
     

注５ 

○ 
   

 

履歴事項全部証明書（ 原本）   
        ○  

事業報告書等届  ⑨⑩ 39～59        ○ 

理事長の原本証明 
注９ 

△ 
㉔ 77 

注７ 

△ 

注７ 

△ 

注７ 

△ 

注７ 

△ 

注７ 

△ 

注７ 

△ 

  

※ 必要と なる 書類は、 届出の内容によ り 異なる 場合があり ま す。  

○： 必要書類  △： 必要になる こ と がある 書類（ 注を参照）  

注１ ： 社員総会で諮っている 場合は添付が必要です。  

注２ ： 理事会議事録は理事長の就任・ 重任の場合は必要です。 医師（ 歯科医師） 免許証は理事

長の新規就任の場合は必要です。  

注３ ： 理事長就任の場合は、 「 役員」 の文字を「 理事長」 に変更し てく ださ い。  

注４ ： 変更項目については、 変更前と 変更後を併記し てく ださ い。  

注５ ： 「 改姓を証する も の（ 原本） 」 ま たは「 履歴書及び印鑑登録証明書（ 原本） 」 のいずれ

かを添付する こ と 。 住民票は、 個人番号（ マイ ナンバー） の記載ないも のに限る 。  

注６ ： 役員と し ての欠格事由に該当し ない旨を記載し てく ださ い。 （ 様式 19 参照）  

注７ ： 社員総会議事録、 理事会議事録、 医師（ 歯科医師） 免許証、 役員就任承諾書、 履歴書、

辞任届等の写し を提出する 場合には必要です。  

注８ ： 法人の現行定款に基づき 、 記名押印、 署名（ 捺印） 又は電子署名を行ってく ださ い。  

注９ ： 医師（ 歯科医師） 免許証の原本証明をする 場合は、 理事長の押印が必須です。  
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Ⅳ 各種申請様式 



（ 様式①）  
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医療法人定款（ 寄附行為） 変更認可申請書 

 

年  月  日   

 

   神奈川県知事 ○○ ○○ 殿 

所 在 地            

名   称            

理 事 長           

 

医療法第54条の９ 第３ 項の規定によ り 、 次のと おり 定款（ 寄附行為） の変更の認可を

受けたいので、 申請し ま す。  

 １  変更の内容 

 ２  変更の理由 

  添付書類 

   ( １ )  定款又は寄附行為の新旧対照表 

   ( ２ )  定款又は寄附行為に定めら れた変更に関する 手続を経たこ と を証する 書類 

   ( ３ )  定款又は寄附行為の変更が、 新たに病院、 医療法第39条第１ 項に規定する 診

療所、 介護老人保健施設又は介護医療院を開設し よ う と する 場合に係る も のであ

る と き は、 次に掲げる 書類 

    ア 診療科目、 従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載し た書

類 

    イ  管理者と なる べき 者の氏名を記載し た書面 

    ウ  変更後２ 年間の事業計画及びこ れに伴う 予算書 

   ( ４ )  定款又は寄附行為の変更が、 医療法第42条各号に掲げる 業務を行う 場合に係

る も のである と き は、 次に掲げる 書類 

    ア 当該業務に係る 施設の職員、 敷地及び建物の構造設備の概要並びに運営方法

を記載し た書類 

    イ  変更後２ 年間の事業計画及びこ れに伴う 予算書 

   ( ５ )  定款又は寄附行為の変更が、 社会医療法人である 医療法人が医療法第42条の

２ 第１ 項の収益業務を行う 場合に係る も のである と き は、 次に掲げる 書類 

    ア 収益業務の概要及び運営方法を記載し た書類 

    イ  変更後２ 年間の事業計画及びこ れに伴う 予算書 

備考 「 １  変更の内容」 には変更する 条文をすべて記載し ていただく か、「 別紙新旧条

文対照表のと おり 」 と 記載し てく ださ い。  



（ 様式②）  
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医 療 法 人 解 散 認 可 申 請 書                

年  月  日 

神奈川県知事 ○○ ○○ 殿 

所 在 地            

名   称            

理 事 長           

医療法第55条第６ 項の規定によ り 、 次のと おり 医療法人の解散の認可を受けたいので、

申請し ま す。  

１  名  称 

２  主たる 事務所の所在地 

３  開設し ている 病院、 診療所、 介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び所在地 

４  病院、 診療所、 介護老人保健施設又は介護医療院の開設以外の業務を併せて行つて

いる 場合は、 その業務の概要 

添付書類 

( １ )  理由書 

( ２ )  法、 定款又は寄附行為に定めら れた解散に関する 手続を経たこ と を証する 書

類 

( ３ )  財産目録及び貸借対照表 

( ４ )  残余財産の処分に関する 事項を記載し た書類 



（ 様式③）  
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医療 法人 吸 収 合併認 可申 請 書                

 

年  月  日   

 

  神奈川県知事 〇〇 〇〇 殿 

 

所 在 地            

名   称           

代 表 者            

申 請 者                  

所 在 地            

名   称            

代 表 者             

 

医療法第58条の２ 第４ 項の規定によ り 、 次のと おり 吸収合併の認可を受けたいので、

申請し ま す。  

 

 １  吸収合併前の吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人の名称及び主たる 事

務所の所在地 

 ２  吸収合併後存続する 医療法人の名称及び主たる 事務所の所在地 

 ３  吸収合併後存続する 医療法人の事業計画の概要 

 

  添付書類 

   ( １ )  理由書 

   ( ２ )  社団たる 医療法人である 場合は総社員の同意の手続を、 財団たる 医療法人で

ある 場合は、 吸収合併契約について理事の３ 分の２ 以上の同意（ 寄附行為に別段

の定めがある と き はその定める 割合以上の同意） の手続を経たこ と を証する 書類 

   ( ３ )  吸収合併契約書の写し  

   ( ４ )  吸収合併後の吸収合併存続医療法人の定款又は寄附行為 

   ( ５ )  吸収合併前の吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人の定款又は寄

附行為 

   ( ６ )  吸収合併前の吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人の財産目録及

び貸借対照表 

   ( ７ )  吸収合併後２ 年間の事業計画及びこ れに伴う 予算書 

   ( ８ )  新たに就任する 役員の就任承諾書及び履歴書 

   ( ９ )  開設し よ う と する 病院、 診療所、 介護老人保健施設又は介護医療院の管理者

と なる べき 者の氏名を記載し た書面 



（ 様式④）  
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医療 法人 新 設 合併認 可申 請 書                

 

年  月  日   

 

神奈川県知事 〇〇 〇〇 殿 

 

 

 

所 在 地            

名   称            

                      代 表 者           

申 請 者                  

所 在 地            

名   称            

 代 表 者           

         

 

医療法第59条の２ において準用する 同法第58条の２ 第４ 項の規定によ り 、 次のと おり

新設合併の認可を受けたいので申請し ま す。  

 

 １  新設合併前の新設合併消滅医療法人の名称及び主たる 事務所の所在地 

 ２  新設合併によ り 設立する 医療法人の名称及び主たる 事務所の所在地 

 ３  新設合併によ り 設立する 医療法人の事業計画の概要 

 

  添付書類 

   ( １ )  理由書 

   ( ２ )  社団たる 医療法人である 場合は総社員の同意の手続を、 財団たる 医療法人で

ある 場合は、 新設合併契約について理事の３ 分の２ 以上の同意（ 寄附行為に別段

の定めがある と き はその定める 割合以上の同意） の手続を経たこ と を証する 書類 

   ( ３ )  新設合併契約書の写し  

   ( ４ )  新設合併後の新設合併設立医療法人の定款又は寄附行為 

   ( ５ )  新設合併前の新設合併消滅医療法人の定款又は寄附行為 

   ( ６ )  新設合併前の新設合併消滅医療法人の財産目録及び貸借対照表 

   ( ７ )  新設合併後２ 年間の事業計画及びこ れに伴う 予算書 

   ( ８ )  新たに就任する 役員の就任承諾書及び履歴書 

   ( ９ )  開設し よ う と する 病院、 診療所、 介護老人保健施設又は介護医療院の管理者

と なる べき 者の氏名を記載し た書面 



（ 様式⑤）  
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医療 法人 吸 収 分割認 可申 請 書                

 

年  月  日   

 

  神奈川県知事 〇〇 〇〇 殿 

所 在 地            

名   称            

代 表 者           

申 請 者                  

所 在 地            

名   称            

代 表 者           

 

医療法第60条の３ 第４ 項の規定によ り 、 次のと おり 吸収分割の認可を受けたいので申

請し ま す。  

 

 １  吸収分割前の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の名称及び主たる 事務所

の所在地 

 ２  吸収分割承継医療法人の名称及び主たる 事務所の所在地 

 ３  吸収分割承継医療法人の事業計画の概要 

  添付書類 

   ( １ )  理由書 

   ( ２ )  社団たる 医療法人である 場合は総社員の同意の手続を、 財団たる 医療法人で

ある 場合は、 吸収分割契約について理事の３ 分の２ 以上の同意（ 寄附行為に別段

の定めがある と き はその定める 割合以上の同意） の手続を経たこ と を証する 書類 

   ( ３ )  吸収分割契約書の写し  

   ( ４ )  吸収分割後の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の定款又は寄附行

為 

   ( ５ )  吸収分割前の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の定款又は寄附行

為 

   ( ６ )  吸収分割前の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の財産目録及び貸

借対照表 

   ( ７ )  吸収分割後の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の吸収分割後の２

年間の事業計画及びこ れに伴う 予算書 

   ( ８ )  新たに就任する 役員の就任承諾書及び履歴書 

   ( ９ )  開設し よ う と する 病院、 診療所、 介護老人保健施設又は介護医療院の管理者

と なる べき 者の氏名を記載し た書面 



（ 様式⑥）  
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医療 法人 新 設 分割認 可申 請 書                

 

年  月  日   

 

  神奈川県知事 〇〇 〇〇 殿 

 

所 在 地            

申 請 者 名   称            

代 表 者           

 

医療法第61条の３ において準用する 同法第60条の３ 第４ 項の規定によ り 、 次のと おり

新設分割の認可を受けたいので申請し ま す。  

 

 １  新設分割前の医療法人の名称及び主たる 事務所の所在地 

 ２  新設分割によ り 設立する 医療法人の名称及び主たる 事務所の所在地 

 ３  新設分割によ り 設立する 医療法人の事業計画の概要 

 

  添付書類 

   ( １ )  理由書 

   ( ２ )  社団たる 医療法人である 場合は総社員の同意の手続を、 財団たる 医療法人で

ある 場合は、 新設分割計画について理事の３ 分の２ 以上の同意（ 寄附行為に別段

の定めがある と き はその定める 割合以上の同意） の手続を経たこ と を証する 書類 

   ( ３ )  新設分割計画の写し  

   ( ４ )  新設分割後の新設分割医療法人及び新設分割設立医療法人の定款又は寄附行

為 

   ( ５ )  新設分割前の新設分割医療法人の定款又は寄附行為 

   ( ６ )  新設分割前の新設分割医療法人の財産目録及び貸借対照表 

   ( ７ )  新設分割後の新設分割医療法人及び新設分割設立医療法人の新設分割後２ 年

間の事業計画及びこ れに伴う 予算書 

   ( ８ )  新たに就任する 役員の就任承諾書及び履歴書 

   ( ９ )  開設し よ う と する 病院、 診療所、 介護老人保健施設又は介護医療院の管理者

と なる べき 者の氏名を記載し た書面 
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Ⅴ 各種届出様式 



（ 様式⑦）  
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医 療 法 人 登 記 事 項 届                

    年  月  日 

   神奈川県知事 ○○ ○○ 殿 

所 在 地           

名   称           

理 事 長            

  次のと おり 組合等登記令の規定によ り 登記し たので、 医療法施行令第５ 条の12の規定

によ り 、 届け出ま す。  

 １  登記事項 

 

 ２  登記年月日 

 

 

 

 備考 

 登記事項が知事の認可に係る 事項である 場合は、「 １  登記事項」 欄に認可の内容

（ 医療法人の設立等） 及び年月日を記入し てく ださ い。  

 「 ２  登記年月日」 には、「 １  登記事項」 欄に記載の事由について登記を行った

日付を記入し てく ださ い。  



（ 様式⑧）  
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役 員 変 更 届                

    年  月  日 

   神奈川県知事 ○○ ○○ 殿 

所 在 地           

名   称           

理 事 長            

  次のと おり 役員の変更があつたので、 医療法施行令第５ 条の13の規定によ り 、 届け出

ま す。  

変更年月日 役 職 名 就 任 者 名 退 任 者 名 変更理由 

     

  添付書類 

   ( １ )  役員の変更を行つた社員総会（ 理事長を含む場合は理事会も 必要） の議事 

録の写し （ 原本証明必須）  

   ( ２ )  新たに就任し た役員の就任承諾書、 履歴書及び印鑑登録証明書（ 原本）  

（ ３ ）  任期途中で辞任し た役員がいる 場合には辞任届 
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                      ※診療所のみを 開設する 医療法人用 

 

  事 業 報 告 書 等 届                

 

年  月  日   

 

   神奈川県知事 ○○ ○○ 殿 

 

所 在 地            

名   称            

理 事 長             

 

医療法第 52 条第１ 項の規定によ り 、  年  月  日から   年  月  日ま での

事業年度分の事業報告書等を別添のと おり 届け出ま す。  

  添付書類 

   ( １ )  事業報告書、 財産目録、 貸借対照表、 損益計算書及び関係事業者と の取引の状

況に関する 報告書 

   ( ２ )  医療法第 46 条の８ 第３ 号の監事の監査報告書 

   ( ３ )  医療法第 42 条の２ 第１ 項の社会医療法人にあつては、同項第１ 号から 第６ 号ま

での要件に該当する 旨を説明する 書類 

   ( ４ )  医療法第 51 条第２ 項の医療法人にあつては、公認会計士等の監査報告書、 純資

産変動計算書及び附属明細書 

   ( ５ )  医療法施行規則第 33 条第１ 項第２ 号の社会医療法人債発行法人にあつては、純

資産変動計算書、 キャ ッ シュ ・ フロ ー計算書及び附属明細書 
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事 業 報 告 書 

（ 自 ○○年○○月○○日 至 ○○年○○月○○日）  

 

１  医療法人の概要 

 ( 1)  名    称  医療法人○○会 

           ① □ 財団 □ 社団（  □ 出資持分なし  □ 出資持分あり  ）  

           ② □ 社会医療法人  □ 特定医療法人 □ 出資額限度法人  

             □ その他 

           ③ □ 基金制度採用   □ 基金制度不採用 

            注） ①から ③のそれぞれの項目（ ③は社団のみ。） について、 該当す

る 欄の□を 塗り つぶすこ と 。（ 会計年度内に変更があっ た場合は

変更後。）  

 ( 2)  事務所の所在地  ○○県○○郡（ 市） ○○町（ 村） ○○番地 

             注） 複数の事務所を有する 場合は、 主たる 事務所と 従たる 事務

所を記載する こ と 。  

 ( 3)  設立認可年月日  ○○年○○月○○日 

 ( 4)  設立登記年月日  ○○年○○月○○日 

 ( 5)  役員及び評議員 

 氏   名 備          考 

理 事 長 ○○ ○○  

理  事 ○○ ○○  

同 ○○ ○○  

同 ○○ ○○ ○○病院管理者 

同 ○○ ○○ ○○病院管理者 

同 ○○ ○○ ○○診療所管理者 

同 ○○ ○○ 介護老人保健施設○○園管理者 

監  事 ○○ ○○  

同 ○○ ○○  

評 議 員 ○○ ○○ 医師（ ○○医師会会長）  

同 ○○ ○○ 経営有識者（ ○○経営コ ンサルタ ント 代表）  

同 ○○ ○○ 医療を受ける 者（ ○○自治会長）  

注） １ ．「 社会医療法人、 特定医療法人及び医療法第 42 条の３ 第１ 項の認定を 受けた医療

法人」 以外の医療法人は、 記載し なく ても 差し 支えないこ と 。  

  ２ ． 理事の備考欄に、 当該医療法人の開設する 診療所の管理者である こ と を記載する

こ と 。（ 医療法第 46 条の５ 第６ 項参照）  

  ３ ．評議員の備考欄に、評議員の選任理由を記載する こ と 。（ 医療法第 46 条の４ 参照）  
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２  事業の概要 

  ( 1)  本来業務（ 開設する 病院、 診療所又は介護老人保健施設（ 医療法第 42 条の指定管理

者と し て管理する 病院等を含む。） の業務）  

種  

類 

施設の名称 施設の医療機関コ ード  開  設  場  所 許可病床数 

診療所 ○○診療所 

【 ○○市（ 町、

村）から 指定

管理者と し

て 指定を 受

けて管理】  

○○○○○○○○○○ ○○県○○郡（ 市）○○

町（ 村）  

○○番地 

一 般 病 床  

○○床 

療 養 病 床  

○○床 

[ 医 療 保 険  

○○床]  

[ 介 護 保 険  

○○床]  

注） １ ． 地方自治法第 244 条の２ 第３ 項に規定する 指定管理者と し て管理する 施設については、

その旨を施設の名称の下に【    】 書で記載する こ と 。  

 ２ ． 療養病床に介護保険適用病床がある 場合は、 医療保険適用病床と 介護保険適用病

床のそれぞれについて内訳を[    ] 書で記載する こ と 。  

 

 ( 2)  附帯業務（ 医療法人が行う 医療法第 42 条各号に掲げる 業務）  

種類又は事業名 実  施  場  所 備     考 

訪問看護ス テーショ ン○○ ○○県○○郡（ 市） ○○町（ 村） 

○○番地 

 

○○在宅介護支援センタ ー 

【 ○○市（ 町、 村） から 委託を

受けて管理】  

○○県○○郡（ 市） ○○町（ 村） 

○○番地 

 

注） 地方公共団体から 委託を受けて管理する 施設については、 その旨を施設の名称の下に

【    】 書で記載する こ と 。  

 

 ( 3)  収益業務（ 社会医療法人又は医療法第 42 条の３ 第１ 項の認定を受けた医療法人が行う こ

と ができ る 業務）  

種     類 実  施  場  所 備     考 

駐車場業 ○○県○○郡（ 市） ○○町（ 村） 

○○番地 

 

料理品小売業 ○○県○○郡（ 市） ○○町（ 村） 

○○番地 

 

 

 ( 4)  当該会計年度内に社員総会又は評議員会で議決又は同意し た事項 

    ○○年○○月○○日  ○○年度決算の決定 

    ○○年○○月○○日  定款の変更 

    ○○年○○月○○日  社員の入社及び除名 

    ○○年○○月○○日  理事、 監事の選任、 辞任の承認 

    ○○年○○月○○日  ○○年度の事業計画及び収支予算の決定 
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         〃       ○○年度の借入金額の最高限度額の決定 

         〃       医療機関債の発行（ 購入） 決定 

 

注） ( 5) 、( 6) については、医療機関債を発行又は購入し た医療法人が記載し 、( 7) 以下については、

病院又は介護老人保健施設を開設する 医療法人が記載し 、 診療所のみを開設する 医療法人は記

載し なく ても 差し 支えないこ と 。  

 

 ( 5)  当該会計年度内に発行し た医療機関債 

   注） 医療機関債の発行総額、 申込単位、 申込期間、 利率、 払込期日、 資金使途、 償還の

方法及び期限を記載する こ と 。 なお、 発行要項の写し の添付に代えても 差し 支えな

い。  

     医療機関債を医療法人が引き 受けた場合には、 当該医療法人名を全て明記する こ

と 。  

  

( 6)  当該会計年度内に購入し た医療機関債 

注） １ ． 医療機関債を購入する 医療法人は、 医療機関債の発行によ り 資産の取得が行

われる 医療機関と 同一の二次医療圏内に自ら の医療機関を有し ており 、 こ れら

の医療機関が地域における 医療機能の分化・ 連携に資する 医療連携を行ってお

り 、 かつ、 当該医療連携を継続する こ と が自ら の医療機関の機能を維持・ 向上

する ために必要である 理由を記載する こ と 。  

２ ． 購入し た医療機関債名、 発行元医療法人名、 購入総額及び償還期間を記載す

る こ と 。 なお、 契約書又は債権証書の写し の添付に代えても 差し 支えない。  

 

 ( 7)  当該会計年度内に開設（ 許可を含む） し た主要な施設 

    ○○年○○月○○日  ○○病院開設許可（ ○○年開院予定）  

○○年○○月○○日  ○○診療所開設 

    ○○年○○月○○日  訪問看護ス テーショ ン○○開設 

 

 ( 8)  当該会計年度内に他の法律、 通知等において指定さ れた内容 

    ○○年○○月○○日  公害健康被害の補償等に関する 法律の公害医療機関 

    ○○年○○月○○日  小児救急医療拠点病院 

    ○○年○○月○○日  エイ ズ治療拠点病院 

     注） 全ての指定内容について記載し ても 差し 支えない。  

 

 ( 9)  そ  の  他 

     注） 当該会計年度内に行われた工事、 医療機器の購入又はリ ース 契約、 診療科の新設

又は廃止等を記載する 。（ 任意）  
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（ 様式例２ ）  

※医療法人整理番号      

法人名                      

所在地                      

 

財 産 目 録 

（   年  月  日現在）  

 

１ ． 資  産  額         ××× 千円 

２ ． 負   債   額         ××× 千円 

３ ． 純 資 産 額         ××× 千円 

 

（ 内  訳）                            （ 単位： 千円）  

区     分 金    額 

 

 

Ａ  流 動 資 産 

 

 

Ｂ  固 定 資 産 

 

 

 

 

×××  

 

 

×××  

 

Ｃ  資 産 合 計        （ Ａ ＋Ｂ ）  

 

 

×××  

 

 

Ｄ  負 債 合 計 

 

 

×××  

 

 

 Ｅ  純  資  産        （ Ｃ －Ｄ ）  

 

 

×××  

 

 

( 注)  財産目録の価額は、 貸借対照表の価額と 一致する こ と 。  

 

土地及び建物について、 該当する 欄の□を塗り つぶすこ と 。  

土    地 （ □ 法人所有 □ 賃借 □ 部分的に法人所有( 部分的に賃借) ）  

建    物 （ □ 法人所有 □ 賃借 □ 部分的に法人所有( 部分的に賃借) ）  
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※診療所のみを開設する 医療法人用                                  （ 様式例３ ―２ ）  

※医療法人整理番号      

法人名                      

所在地                      

 

貸 借 対 照 表 
（   年  月  日現在）  

（ 単位： 千円）  

資 産 の 部 負 債 の 部 

科   目 金   額 科   目 金   額 

Ⅰ 流 動 資 産 

Ⅱ 固 定 資 産 

１ 有 形 固 定 資 産 

  ２ 無 形 固 定 資 産 

  ３ そ の 他 の 資 産 
（ う ち保有医療機関債）  

×××  

×××  

×××  

×××  

×××  

（ ×××）  

 

Ⅰ 流 動 負 債 

Ⅱ 固 定 負 債 
（ う ち医療機関債）  

×××  
×××  

（ ×××）  

負 債 合 計 ×××  

純 資 産 の 部 

科   目 金   額 

Ⅰ 基     金 

Ⅱ 積  立  金 

   （ う ち代替基金）  

Ⅲ 評価・ 換算差額等 

×××  

×××  

（ ×××）  

×××  

純 資 産 合 計 ×××  

資  産  合  計 ××× 負債・ 純資産合計 ×××  

( 注)  経過措置医療法人は、 純資産の部の基金の科目の代わり に出資金と する と と も に、 代替基金
の科目を削除する こ と 。  
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※診療所のみを開設する 医療法人用                （ 様式例４ ―２ ）  

※医療法人整理番号      

法人名                      

所在地                      

 

損 益 計 算 書 
（ 自   年  月  日 至   年  月  日）  

（ 単位： 千円）  

科     目 金     額 

Ⅰ 事 業 損 益  

Ａ  本来業務事業損益  

１  事 業 収 益  

２  事 業 費 用  

   本来業務事業利益 

Ｂ  附帯業務事業損益  

１  事 業 収 益  

２  事 業 費 用  

   附帯業務事業利益 

     事  業  利  益 

Ⅱ 事 業 外 収 益  

Ⅲ 事 業 外 費 用  

     経  常  利  益 

Ⅳ 特 別 利 益  

Ⅴ 特 別 損 失  

  税 引 前 当 期 純 利 益 

  法 人 税 等 

  当 期 純 利 益 

 

 

×××  

×××  

 

 

 

 

×××  

 

×××  

×××  

 ×××  

×××  

×××  

×××  

 ×××  

×××  

×××  

 ×××  

×××  

×××  

( 注) １ ． 利益がマイ ナス と なる 場合には、「 利益」 を「 損失」 と 表示する こ と 。  

２ ． 表中の科目について、 不要な科目は削除し ても 差し 支えないこ と 。  
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                                   （ 様式例５ ） 

※医療法人整理番号      

法人名                      

所在地                      

 

関係事業者と の取引の状況に関する 報告書 
 

( 1)  法人である 関係事業者 

種類 名称 所在地 

資産 

総額 

( 千円)  

事業の 

内容 

関係事 

業者と  

の関係 

取引の 

内容 

取引の 

金額 

( 千円)  

科目 

期末 

残高 

( 千円)  

1-○ 
         

2-○ 

（ 取引条件及び取引条件の決定方針等）  

 

 

 

 

( 2)  個人である 関係事業者 

種類 氏名 職業 

関係事 

業者と  

の関係 

取引の 

内容 

取引の 

金額 

( 千円)  

科目 

期末 

残高 

( 千円)  

1-○ 
       

2-○ 

（ 取引条件及び取引条件の決定方針等）  

 

 

 

 

※ 種類欄の上段の○部分には、 裏面に記載し ている 、 注１ . の該当する 者の番号を、 ま た下段の

○部分には注２ . の該当する 取引の番号を記載し てく ださ い。  

なお、 関係事業者が複数ある 場合には、 適時、 表を 追加し 、 関係事業者ごと に記載し てく だ

さ い。  

※ 該当がない場合は、 その旨記載く ださ い。  
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注１ . 関係事業者と は、当該医療法人と 注２ . に掲げる 取引を行う 場合における 注１ . に掲げる 者を

いいま す。  

① 当該医療法人の役員又はその近親者（ 配偶者又は二親等内の親族）  

② 当該医療法人の役員又はその近親者が代表者である 法人 

③ 当該医療法人の役員又はその近親者が株主総会、 社員総会、 評議員会、 取締役会、 理事会

の議決権の過半数を占めている 法人 

④ 他の法人の役員が当該医療法人の社員総会、 評議員会、理事会の議決権の過半数を占めて

いる 場合の他の法人 

⑤ ③の法人の役員が他の法人（ 当該医療法人を除く 。） の株主総会、 社員総会、 評議員会、

取締役会、 理事会の議決権の過半数を占めている 場合の他の法人 

注２ . 当該医療法人と 行う 取引 

① 事業収益又事業費用の額が、 １ 千万円以上であり 、かつ当該医療法人の当該会計年度にお

ける 事業収益の総額（ 本来業務事業収益、附帯業務事業収益及び収益業務事業収益の総額）

又は事業費用の総額（ 本来業務事業費、附帯業務事業費用及び収益業務事業費用の総額） の

10％以上を占める 取引 

② 事業外収益又は事業外費用の額が、１ 千万円以上であり 、かつ当該医療法人の当該会計年

度における 事業外収益又は事業外費用の総額の 10％以上を占める 取引 

③ 特別利益又は特別損失の額が、 １ 千万円以上である 取引 

④ 資産又は負債の総額が、当該医療法人の当該会計年度の末日における 総資産の１ ％以上を

占め、 かつ１ 千万円を超える 残高になる 取引 

⑤ 資金賃借、有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引の総額が、１ 千万円以上であり 、

かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における 総資産の１ ％以上を占める 取引 

⑥ 事業の譲受又は譲渡の場合、 資産又は負債の総額のいずれか大き い額が、 １ 千万円以上で

あり 、 かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における 総資産の１ ％以上を占める 取引 

注３ . 関係事業者と の取引の状況に関する 報告に記載する 内容 

① 当該関係事業者が法人の場合には、 その名称、 所在地、 直近の会計期末における 総資産額

及び事業の内容 

② 当該関係事業者が個人の場合には、 その氏名及び職業 

③ 当該医療法人と 関係事業者と の関係 

④ 取引の内容 

⑤ 取引の種類別の取引金額 

⑥ 取引によ り 発生し た債権債務に係る 主な科目別の期末残高 

⑦ 取引条件及び取引条件の決定方針 

⑧ 取引条件の変更があった場合には、その旨、変更の内容及び当該変更が計算書類に与えて

いる 影響の内容 

注４ . 関係事業者と の間の取引のう ち、 次に掲げる 取引については、 報告は不要と なり ま す。  

① 一般競争入札によ る 取引並びに預金利息及び配当金の受取り その他取引の性格から みて

取引条件が一般の取引と 同様である こ と が明白な取引 

② 役員に対する 報酬、 賞与及び退職慰労金の支払い 
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（ 様式例６ ）  

監 事 監 査 報 告 書 

 

医療法人○○会 

理事長 ○○ ○○  殿 

 

 私（ 注１ ） は、 医療法人○○会の○○会計年度（ ○○年○○月○○日から ○○年○○月○○

日ま で） の業務及び財産の状況等について監査を行いま し た。 その結果につき 、 以下のと お

り 報告いたし ま す。  

 

監査の方法の概要 

私（ 注１ ） は、 理事会その他重要な会議に出席する ほか、 理事等から その職務の執行状況

を聴取し 、 重要な決裁書類等を閲覧し 、 本部及び主要な施設において業務及び財産の状況

を調査し 、 事業報告を求めま し た。 ま た、 事業報告書並びに会計帳簿等の調査を行い、 計

算書類、 すなわち財産目録、 貸借対照表及び損益計算書（ 注２ ） の監査を実施し ま し た。  

記 

監査結果 

( 1)  事業報告書は、 法令及び定款（ 寄附行為） に従い、 法人の状況を正し く 示し ている も の

と 認めま す。  

( 2)  会計帳簿は、 記載すべき 事項を正し く 記載し 、 上記の計算書類の記載と 合致し ている も

のと 認めま す。  

( 3)  計算書類は、 法令及び定款（ 寄附行為） に従い、 損益及び財産の状況を正し く 示し てい

る も のと 認めま す。  

( 4)  理事の職務執行に関する 不正の行為又は法令若し く は定款（ 寄附行為） に違反する 重大

な事実は認めら れません。  

○○年○○月○○日 

                         医療法人○○会 

                          監事 ○○ ○○ 

（ 注１ ） 監査人が複数の場合には、「 私たち」 と する 。  

（ 注２ ） 関係事業者と の取引がある 医療法人については、「 財産目録、 貸借対照表、 損益計算

書及び関係事業者と の取引の状況に関する 報告書」、社会医療法人債を発行する 医療法

人については、「 財産目録、貸借対照表、損益計算書、純資産変動計算書、キャ ッ シュ・

フロ ー計算書及び附属明細表」、医療法第51条第２ 項に規定する 医療法人については、

「 財産目録、 貸借対照表及び損益計算書（ 医療法人会計基準第３ 条に規定する 重要な

会計方針の記載及び第 22 条に規定する 貸借対照表等に関する 注記を含む）、 純資産変

動計算書及び附属明細表」 と する 。  
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        ※病院、 介護老人保健施設又は介護医療院を開設する 医療法人用 

 

  事 業 報 告 書 等 届                

 

年  月  日   

 

   神奈川県知事 ○○ ○○ 殿 

 

所 在 地            

名   称            

理 事 長             

 

 

医療法第 52 条第１ 項の規定によ り 、  年  月  日から   年  月  日ま での

事業年度分の事業報告書等を別添のと おり 届け出ま す。  

  添付書類 

   ( １ )  事業報告書、 財産目録、 貸借対照表、 損益計算書及び関係事業者と の取引の状

況に関する 報告書 

   ( ２ )  医療法第 46 条の８ 第３ 号の監事の監査報告書 

   ( ３ )  医療法第 42 条の２ 第１ 項の社会医療法人にあつては、同項第１ 号から 第６ 号ま

での要件に該当する 旨を説明する 書類 

   ( ４ )  医療法第 51 条第２ 項の医療法人にあつては、公認会計士等の監査報告書、 純資

産変動計算書及び附属明細書 

   ( ５ )  医療法施行規則第 33 条第１ 項第２ 号の社会医療法人債発行法人にあつては、純

資産変動計算書、 キャ ッ シュ ・ フロ ー計算書及び附属明細書 
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事 業 報 告 書 
（ 自 ○○年○○月○○日 至 ○○年○○月○○日）  

 

１  医療法人の概要 

 ( 1)  名    称  医療法人○○会 

           ① □ 財団 □ 社団（  □ 出資持分なし  □ 出資持分あり  ）  

           ② □ 社会医療法人  □ 特定医療法人 □ 出資額限度法人  

             □ その他 

           ③ □ 基金制度採用   □ 基金制度不採用 

            注） ①から ③のそれぞれの項目（ ③は社団のみ。） について、 該当す

る 欄の□を 塗り つぶすこ と 。（ 会計年度内に変更があっ た場合は

変更後。）  

 ( 2)  事務所の所在地  ○○県○○郡（ 市） ○○町（ 村） ○○番地 

             注） 複数の事務所を有する 場合は、 主たる 事務所と 従たる 事務

所を記載する こ と 。  

 ( 3)  設立認可年月日  ○○年○○月○○日 

 ( 4)  設立登記年月日  ○○年○○月○○日 

 ( 5)  役員及び評議員 

 氏   名 備          考 

理 事 長 ○○ ○○  

理  事 ○○ ○○  

同 ○○ ○○  

同 ○○ ○○ ○○病院管理者 

同 ○○ ○○ ○○病院管理者 

同 ○○ ○○ ○○診療所管理者 

同 ○○ ○○ 介護老人保健施設○○園管理者 

監  事 ○○ ○○  

同 ○○ ○○  

評 議 員 ○○ ○○ 医師（ ○○医師会会長）  

同 ○○ ○○ 経営有識者（ ○○経営コ ンサルタ ント 代表）  

同 ○○ ○○ 医療を受ける 者（ ○○自治会長）  

注） １ ．「 社会医療法人、 特定医療法人及び医療法第 42 条の３ 第１ 項の認定を 受けた医療

法人」 以外の医療法人は、 記載し なく ても 差し 支えないこ と 。  

  ２ ． 理事の備考欄に、 当該医療法人の開設する 病院、 診療所、 介護老人保健施設（ 医

療法第 42 条の指定管理者と し て管理する 病院等を含む。） 又は介護医療院の管理者

である こ と を記載する こ と 。（ 医療法第 46 条の５ 第６ 項参照）  

  ３ ． 評議員の備考欄に、 評議員の選任理由を 記載する こ と 。（ 医療法第 46 条の４ 第 
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1 項参照）  

 

２  事業の概要 

 ( 1)  本来業務（ 開設する 病院、 診療所又は介護老人保健施設（ 医療法第 42 条の指定管理者

と し て管理する 病院等を含む。） の業務）  

種  

類 

施設の名称 施設の医療機関コ ード

又は介護事業所番号 

開  設  場  所 許可病床数 

病院 ○○病院 

 

○○○○○○○○○○ ○○県○○郡（ 市）○○

町（ 村）  

○○番地 

一般病床 ○

○○床 

療養病床 ○

○○床 

[ 医 療 保 険  

○○床]  

[ 介護保険 ○

○○床]  

精 神 病 床  

○○床 

感 染 症 病 床 

○○床 

結 核 病 床  

○○床 

診療所 ○○診療所 

【 ○○市（ 町、

村）から 指定

管理者と し

て 指定を 受

けて管理】  

○○○○○○○○○○ ○○県○○郡（ 市）○○

町（ 村）  

○○番地 

一 般 病 床  

○○床 

療 養 病 床  

○○床 

[ 医 療 保 険  

○○床]  

[ 介 護 保 険  

○○床]  

介護老

人 

保健施

設 

○○園 ○○○○○○○○○○ ○○県○○郡（ 市）○○

町（ 村）  

○○番地 

入所定員 ○

○○名 

通 所 定 員  

○○名 

介護医

療院 

○○介護医療

院 

○○○○○○○○○○ ○○県○○郡（ 市）○○

町（ 村）  

○○番地 

入所定員 ○

○○名 

通 所 定 員  

○○名 

注） １ ． 地方自治法第 244 条の２ 第３ 項に規定する 指定管理者と し て管理する 施設につい

ては、 その旨を 施設の名称の下に【    】 書で記載する こ と 。  

 ２ ． 療養病床に介護保険適用病床がある 場合は、 医療保険適用病床と 介護保険適用病

床のそれぞれについて内訳を[    ] 書で記載する こ と 。  

３ ．介護老人保健施設又は介護医療院の許可病床数の欄は、入所定員及び通所定員記載す 

 る こ と 。  

 

 ( 2)  附帯業務（ 医療法人が行う 医療法第 42 条各号に掲げる 業務）  

種類又は事業名 実  施  場  所 備     考 
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訪問看護ス テーショ ン○○ ○○県○○郡（ 市） ○○町（ 村） 

○○番地 

 

○○在宅介護支援センタ ー 

【 ○○市（ 町、 村） から 委託を

受けて管理】  

○○県○○郡（ 市） ○○町（ 村） 

○○番地 

 

注） 地方公共団体から 委託を受けて管理する 施設については、 その旨を施設の名称の下に

【    】 書で記載する こ と 。  

 

 

 ( 3)  収益業務（ 社会医療法人又は医療法第 42 条の３ 第１ 項の認定を受けた医療法人が行う こ

と ができ る 業務）  

種     類 実  施  場  所 備     考 

駐車場業 ○○県○○郡（ 市） ○○町（ 村） 

○○番地 

 

料理品小売業 ○○県○○郡（ 市） ○○町（ 村） 

○○番地 

 

 

 ( 4)  当該会計年度内に社員総会又は評議員会で議決又は同意し た事項 

    ○○年○○月○○日  ○○年度決算の決定 

    ○○年○○月○○日  定款の変更 

    ○○年○○月○○日  社員の入社及び除名 

    ○○年○○月○○日  理事、 監事の選任、 辞任の承認 

    ○○年○○月○○日  ○○年度の事業計画及び収支予算の決定 

         〃       ○○年度の借入金額の最高限度額の決定 

         〃       医療機関債の発行（ 購入） 決定 

 

注） ( 5) 、( 6) については、医療機関債を発行又は購入し た医療法人が記載し 、( 7) 以下については、

病院、 介護老人保健施設又は介護医療院を開設する 医療法人が記載し 、 診療所のみを開設する

医療法人は記載し なく ても 差し 支えないこ と 。  

 

 ( 5)  当該会計年度内に発行し た医療機関債 

   注） 医療機関債の発行総額、 申込単位、 申込期間、 利率、 払込期日、 資金使途、 償還の

方法及び期限を記載する こ と 。 なお、 発行要項の写し の添付に代えても 差し 支えな

い。  

     医療機関債を医療法人が引き 受けた場合には、 当該医療法人名を全て明記する こ

と 。  

  

( 6)  当該会計年度内に購入し た医療機関債 

注） １ ． 医療機関債を購入する 医療法人は、 医療機関債の発行によ り 資産の取得が行

われる 医療機関と 同一の二次医療圏内に自ら の医療機関を有し ており 、 こ れら

の医療機関が地域における 医療機能の分化・ 連携に資する 医療連携を行ってお

り 、 かつ、 当該医療連携を継続する こ と が自ら の医療機関の機能を維持・ 向上
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する ために必要である 理由を記載する こ と 。  

２ ． 購入し た医療機関債名、 発行元医療法人名、 購入総額及び償還期間を記載す

る こ と 。 なお、 契約書又は債権証書の写し の添付に代えても 差し 支えない。  

 

 

 ( 7)  当該会計年度内に開設（ 許可を含む） し た主要な施設 

    ○○年○○月○○日  ○○病院開設許可（ ○○年開院予定）  

○○年○○月○○日  ○○診療所開設 

    ○○年○○月○○日  訪問看護ス テーショ ン○○開設 

 

 ( 8)  当該会計年度内に他の法律、 通知等において指定さ れた内容 

    ○○年○○月○○日  公害健康被害の補償等に関する 法律の公害医療機関 

    ○○年○○月○○日  小児救急医療拠点病院 

    ○○年○○月○○日  エイ ズ治療拠点病院 

     注） 全ての指定内容について記載し ても 差し 支えない。  

 

 ( 9)  そ  の  他 

     注） 当該会計年度内に行われた工事、 医療機器の購入又はリ ース 契約、 診療科の新設

又は廃止等を記載する 。（ 任意）  
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（ 様式例２ ）  

※医療法人整理番号      

法人名                      

所在地                      

 

財 産 目 録 
（   年  月  日現在）  

 

１ ． 資  産  額         ××× 千円 

２ ． 負   債   額         ××× 千円 

３ ． 純 資 産 額         ××× 千円 

 

（ 内  訳）                            （ 単位： 千円）  

区     分 金    額 

 

 

Ａ  流 動 資 産 

 

 

Ｂ  固 定 資 産 

 

 

 

 

×××  

 

 

×××  

 

Ｃ  資 産 合 計        （ Ａ ＋Ｂ ）  

 

 

×××  

 

 

Ｄ  負 債 合 計 

 

 

×××  

 

 

 Ｅ  純  資  産        （ Ｃ －Ｄ ）  

 

 

×××  

 

 

( 注)  財産目録の価額は、 貸借対照表の価額と 一致する こ と 。  

 

土地及び建物について、 該当する 欄の□を塗り つぶすこ と 。  

土    地 （ □ 法人所有 □ 賃借 □ 部分的に法人所有( 部分的に賃借) ）  

建    物 （ □ 法人所有 □ 賃借 □ 部分的に法人所有( 部分的に賃借) ）  
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※病院、 介護老人保健施設又は介護医療院を開設する 医療法人用         （ 様式例３ ―１ ） 

※医療法人整理番号      

法人名                      

所在地                      

貸 借 対 照 表 
（   年  月  日現在）  

（ 単位： 千円）  

資 産 の 部 負 債 の 部 

科   目 金   額 科   目 金   額 

Ⅰ 流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金 

事 業 未 収 金 

有 価 証 券 

た な 卸 資 産 

前 渡 金 

前 払 費 用 

繰 延 税 金 資 産 

そ の 他 の 流 動 資 産 

Ⅱ 固 定 資 産 

１ 有 形 固 定 資 産 

建 物 

構 築 物 

医 療 用 器 械 備 品 

そ の 他 の 器 械 備 品 

車 両 及 び 船 舶 

土 地 

建 設 仮 勘 定 

その他の有形固定資産 

  ２ 無 形 固 定 資 産 

借 地 権 

ソ フ ト ウ ェ ア 

その他の無形固定資産 

  ３ そ の 他 の 資 産 

有 価 証 券 

長 期 貸 付 金 

  保 有 医 療 機 関 債 

    そ の 他長期貸付金 

役職員等長期貸付金 

長 期 前 払 費 用 

繰 延 税 金 資 産 

そ の 他 の 固 定 資 産 

×××  

×××  

×××  

×××  

×××  

×××  

×××  

×××  

×××  

×××  

×××  

×××  

×××  

×××  

×××  

×××  

×××  

×××  

×××  

×××  

×××  

×××  

×××  

×××  

×××  

×××  

×××  

×××  

×××  

×××  

××× 

××× 

Ⅰ 流 動 負 債 
支 払 手 形 
買 掛 金 
短 期 借 入 金 
未 払 金 
未 払 費 用 
未 払 法 人 税 等 
未 払 消 費 税 等 
繰 延 税 金 負 債 
前 受 金 
預 り 金 
前 受 収 益 
○ ○ 引 当 金 
その他の流動負債 

Ⅱ 固 定 負 債 
医 療 機 関 債 
長 期 借 入 金 
繰 延 税 金 負 債 
○ ○ 引 当 金 

その他の固定負債 

×××  
×××  
×××  
×××  
×××  
×××  
×××  
×××  
×××  
×××  
×××  
×××  
×××  
×××  
×××  
×××  
×××  
×××  
×××  
×××  

負 債 合 計 ×××  

純 資 産 の 部 

科   目 金   額 

Ⅰ 基     金 

Ⅱ 積  立  金 

   代 替 基 金 

   ○ ○ 積 立 金 

   繰越利益剰余金 

Ⅲ 評価・ 換算差額等 
その他有価証券評価差額金 

繰延ヘッ ジ損益 

 

×××  

×××  

×××  

×××  

×××  

×××  

×××  

×××  

  

  

純 資 産 合 計  

資  産  合  計 ××× 負債・ 純資産合計  

( 注) １ .  表中の科目について、 不要な科目は削除し ても 差し 支えないこ と 。 ま た、 別に表示する こ
と が適当である と 認めら れる も のについては、 当該資産、 負債及び純資産を示す名称を付し
た科目をも って、 別に掲記する こ と を妨げないこ と 。  

２ .  社会医療法人及び特定医療法人については、 純資産の部の基金の科目を削除する こ と 。  
３ .  経過措置医療法人は、 純資産の部の基金の科目の代わり に出資金と する と と も に、 代替基

金の科目を削除する こ と 。  
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※病院、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する 医療法人用      （ 様式例４ ―１ ）  

※医療法人整理番号      

法人名                      

所在地                      

損 益 計 算 書 
（ 自   年  月  日 至   年  月  日）  

（ 単位： 千円）  

科     目 金     額 

Ⅰ 事 業 損 益  

Ａ  本来業務事業損益  

１  事 業 収 益  

２  事 業 費 用  

 ( １ ) 事  業  費  

 ( ２ ) 本  部  費  

   本来業務事業利益 

Ｂ  附帯業務事業損益  

１  事 業 収 益  

２  事 業 費 用  

   附帯業務事業利益 

Ｃ  収益業務事業損益  

１  事 業 収 益  

２  事 業 費 用  

   収益業務事業利益 

     事  業  利  益 

Ⅱ 事 業 外 収 益  

   受 取 利 息 

   その他の事業外収益  

Ⅲ 事 業 外 費 用  

   支 払 利 息  

   その他の事業外費用 

     経  常  利  益 

Ⅳ 特 別 利 益  

   固 定 資 産 売 却 益 

   そ の 他の 特別利益 

Ⅴ 特 別 損 失  

   固 定 資 産 売 却 損 

   そ の 他の 特別損失 

  税 引 前 当 期 純 利 益 

   

法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 

  法 人 税 等 調 整 額 

  当 期 純 利 益 

 

 

 

 

×××  

×××  

 

 

×××  

 

 

×××  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×××  

×××  

×××  

 

×××  

×××  

×××  

 

×××  

×××  

×××  

×××  

 

 

×××  

 

 

×××  

 

×××  

×××  

 

 

×××  

×××  

×××  

 

 

×××  

 

 

×××  

 

×××  

×××  

 

×××  

×××  

×××  

 

×××  

 ×××  

( 注) １ ． 利益がマイ ナス と なる 場合には、「 利益」 を「 損失」 と 表示する こ と 。  
２ ． 表中の科目について、 不要な科目は削除し ても 差し 支えないこ と 。 ま た、 別に表示する

こ と が適当である と 認めら れる も のについては、当該事業損益、事業外収益、事業外費用、
特別利益及び特別損失を示す名称を付し た科目をも って別に掲記する こ と を 妨げないこ と 。 
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                                   （ 様式例５ ） 

※医療法人整理番号      

法人名                      

所在地                      

 

関係事業者と の取引の状況に関する 報告書 
 

( 1)  法人である 関係事業者 

種類 名称 所在地 

資産 

総額 

( 千円)  

事業の 

内容 

関係事 

業者と  

の関係 

取引の 

内容 

取引の 

金額 

( 千円)  

科目 

期末 

残高 

( 千円)  

1-○ 
         

2-○ 

（ 取引条件及び取引条件の決定方針等）  

 

 

 

 

( 2)  個人である 関係事業者 

種類 氏名 職業 

関係事 

業者と  

の関係 

取引の 

内容 

取引の 

金額 

( 千円)  

科目 

期末 

残高 

( 千円)  

1-○ 
       

2-○ 

（ 取引条件及び取引条件の決定方針等）  

 

 

 

 

※ 種類欄の上段の○部分には、 裏面に記載し ている 、 注１ . の該当する 者の番号を、 ま た下段の

○部分には注２ . の該当する 取引の番号を記載し てく ださ い。  

なお、 関係事業者が複数ある 場合には、 適時、 表を 追加し 、 関係事業者ごと に記載し てく だ

さ い。  

※ 該当がない場合は、 その旨記載く ださ い。  
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注１ . 関係事業者と は、当該医療法人と 注２ . に掲げる 取引を行う 場合における 注１ . に掲げる 者を

いいま す。  

① 当該医療法人の役員又はその近親者（ 配偶者又は二親等内の親族）  

② 当該医療法人の役員又はその近親者が代表者である 法人 

③ 当該医療法人の役員又はその近親者が株主総会、 社員総会、 評議員会、 取締役会、 理事会

の議決権の過半数を占めている 法人 

④ 他の法人の役員が当該医療法人の社員総会、 評議員会、理事会の議決権の過半数を占めて

いる 場合の他の法人 

⑤ ③の法人の役員が他の法人（ 当該医療法人を除く 。） の株主総会、 社員総会、 評議員会、

取締役会、 理事会の議決権の過半数を占めている 場合の他の法人 

注２ . 当該医療法人と 行う 取引 

① 事業収益又事業費用の額が、 １ 千万円以上であり 、かつ当該医療法人の当該会計年度にお

ける 事業収益の総額（ 本来業務事業収益、附帯業務事業収益及び収益業務事業収益の総額）

又は事業費用の総額（ 本来業務事業費、附帯業務事業費用及び収益業務事業費用の総額） の

10％以上を占める 取引 

② 事業外収益又は事業外費用の額が、１ 千万円以上であり 、かつ当該医療法人の当該会計年

度における 事業外収益又は事業外費用の総額の 10％以上を占める 取引 

③ 特別利益又は特別損失の額が、 １ 千万円以上である 取引 

④ 資産又は負債の総額が、当該医療法人の当該会計年度の末日における 総資産の１ ％以上を

占め、 かつ１ 千万円を超える 残高になる 取引 

⑤ 資金賃借、有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引の総額が、１ 千万円以上であり 、

かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における 総資産の１ ％以上を占める 取引 

⑥ 事業の譲受又は譲渡の場合、 資産又は負債の総額のいずれか大き い額が、 １ 千万円以上で

あり 、 かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における 総資産の１ ％以上を占める 取引 

注３ . 関係事業者と の取引の状況に関する 報告に記載する 内容 

① 当該関係事業者が法人の場合には、 その名称、 所在地、 直近の会計期末における 総資産額

及び事業の内容 

② 当該関係事業者が個人の場合には、 その氏名及び職業 

③ 当該医療法人と 関係事業者と の関係 

④ 取引の内容 

⑤ 取引の種類別の取引金額 

⑥ 取引によ り 発生し た債権債務に係る 主な科目別の期末残高 

⑦ 取引条件及び取引条件の決定方針 

⑧ 取引条件の変更があった場合には、その旨、変更の内容及び当該変更が計算書類に与えて

いる 影響の内容 

注４ . 関係事業者と の間の取引のう ち、 次に掲げる 取引については、 報告は不要と なり ま す。  

① 一般競争入札によ る 取引並びに預金利息及び配当金の受取り その他取引の性格から みて

取引条件が一般の取引と 同様である こ と が明白な取引 

② 役員に対する 報酬、 賞与及び退職慰労金の支払い 
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（ 様式例６ ）  

監 事 監 査 報 告 書 
 

医療法人○○会 

理事長 ○○ ○○  殿 

 

 私（ 注１ ） は、 医療法人○○会の○○会計年度（ ○○年○○月○○日から ○○年○○月○○

日ま で） の業務及び財産の状況等について監査を行いま し た。 その結果につき 、 以下のと お

り 報告いたし ま す。  

 

監査の方法の概要 

私（ 注１ ） は、 理事会その他重要な会議に出席する ほか、 理事等から その職務の執行状況

を聴取し 、 重要な決裁書類等を閲覧し 、 本部及び主要な施設において業務及び財産の状況

を調査し 、 事業報告を求めま し た。 ま た、 事業報告書並びに会計帳簿等の調査を行い、 計

算書類、 すなわち財産目録、 貸借対照表及び損益計算書（ 注２ ） の監査を実施し ま し た。  

 

記 

監査結果 

( 1)  事業報告書は、 法令及び定款（ 寄附行為） に従い、 法人の状況を正し く 示し ている も の

と 認めま す。  

( 2)  会計帳簿は、 記載すべき 事項を正し く 記載し 、 上記の計算書類の記載と 合致し ている も

のと 認めま す。  

( 3)  計算書類は、 法令及び定款（ 寄附行為） に従い、 損益及び財産の状況を正し く 示し てい

る も のと 認めま す。  

( 4)  理事の職務執行に関する 不正の行為又は法令若し く は定款（ 寄附行為） に違反する 重大

な事実は認めら れません。  

○○年○○月○○日 

                         医療法人○○会 

                          監事 ○○ ○○  

（ 注１ ） 監査人が複数の場合には、「 私たち」 と する 。  

（ 注２ ） 関係事業者と の取引がある 医療法人については、「 財産目録、 貸借対照表、 損益計算

書及び関係事業者と の取引の状況に関する 報告書」、社会医療法人債を発行する 医療法

人については、「 財産目録、貸借対照表、損益計算書、純資産変動計算書、キャ ッ シュ・

フロ ー計算書及び附属明細表」、医療法第51条第２ 項に規定する 医療法人については、

「 財産目録、 貸借対照表及び損益計算書（ 医療法人会計基準第３ 条に規定する 重要な

会計方針の記載及び第 22 条に規定する 貸借対照表等に関する 注記を含む）、 純資産変

動計算書及び附属明細表」 と する 。  
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医療法人定款（ 寄附行為） 変更届 

 

年  月  日   

 

   神奈川県知事 ○○ ○○ 殿 

 

所 在 地            

名   称            

理 事 長            

 

次のと おり 定款（ 寄附行為） を変更し たので、 医療法第54条の９ 第５ 項の規定によ り 、

届け出ま す。  

 

 １  変更の内容 

 ２  変更の理由 

 ３  変更年月日 

 

 

 

 

 

 

  添付書類 

   ( １ )  変更後の定款（ 寄附行為）  

   ( ２ )  定款又は寄附行為の新旧対照表 

   ( ３ )  定款又は寄附行為に定めら れた変更に関する 手続を経たこ と を証する 書類 

   ( ４ )  登記事項証明書（ 第２ 条を変更し た場合）  

   

  ※こ の様式で届出ができ る のは「 主たる 事務所の所在地の変更（ 医療機関等の所在地

変更を伴う 場合を除く ）」 及び「 公告の方法の変更」 に限り ま す。  

その他の内容を変更する 際には定款変更認可申請（ 30ページ参照） が必要です。  
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医 療 法 人 解 散 届                

 

年  月  日   

 

  神奈川県知事 〇〇 〇〇 殿 

 

住 所            

清算人                

氏 名            

   

 

    年  月  日をも って医療法人を解散し たので、 医療法第55条第８ 項の規定に

よ り 、 次のと おり 届け出ま す。  

 

 １  名  称 

 ２  主たる 事務所の所在地 

 ３  開設し ている 病院、 診療所、 介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び所在地 

 ４  病院、 診療所、 介護老人保健施設又は介護医療院の開設以外の業務を併せて行って

いる 場合は、 その業務の概要 

 

 添付書類 

  ( １ )  理由書 

  ( ２ )  法、 定款又は寄附行為に定めら れた解散に関する 手続を経たこ と を証する 書類 

  ( ３ )  財産目録及び貸借対照表 

  ( ４ )  残余財産の処分に関する 事項を記載し た書類 

  ( ５ )  登記事項証明書 

  ( ６ )  清算人の履歴書 

  ( ７ )  清算人の就任承諾書 

 

 

※こ の様式で届出ができ る のは、「（ 医療法に定めら れた解散事由以外に） 定款をも って定

めた解散事由の発生」 又は「 社員の欠亡」 に限り ま す。  
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残余財産の処分方法 
 

 

１  正味財産                        円 

 

 

２  解散・ 清算諸費                     円 

 ( 1)  解散事務費 ( 例)                     円 

 ( 2)  従業員退職費 ( 例)                    円  

 ( 3)  諸税 ( 例)                        円 

 ( 4)  通信費他 ( 例)                      円 

 ( 5)  水道光熱費 ( 例)                     円 

 ( 6)  ○○○                         円 

 ( 7)  ○○○                         円 

 

 

３  差引残余財産の額（ １ －２ ）                円 

 

 

４  残余財産の処分方法 

 

  法定公告手続の後、 確定し た残余財産は、 定款第○条の規定によ り 、 払込済出資

額に応じ て出資者に帰属さ せる 。  

 

 

５  出資者名簿 

 

 

氏    名 

 

 

出資額      

（ 円）  

 

 

出資割合  （ ％）  
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医 療 法 人 清 算 結 了 届 
 

 

  令和   年   月   日 

 

  神奈川県知事 ○○ ○○  殿 

 

 

                                          住 所            

清算人                

氏 名            

 

 

  令和  年  月  日に別添のと おり 清算を結了し たので、 医療法施行令第５ 条の１

２ の規定によ り 、 届け出ま す。  

 

記 

 

１  解散時の資産総額 

 

２  解散及び清算諸費 

 ( 1)  解散事務費 

( 2)  借入金の清算 

( 3)  未払金の清算 

( 4)  その他 

 

３  残余財産 

   残余財産は、 ○○○ 

 

[ 添付書類]  

 清算結了を登記し た履歴事項全部証明書（ 原本）  

 


